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はじめに 

 

行政への市民の積極的な参加が必要とされている現在、さまざまな行政情報を積極的に提

供することは、今日の行政にとって必要不可欠であり、地方分権の進展に伴い、地方公共団

体の自己決定権・自己責任が拡大する中で、行政の公正さの確保と透明性の向上がより一層

求められています。 

本市では、地方自治の本旨に即した市民に信頼される市政を推進するため、平成元年１０

月に「豊中市公文書の開示等に関する条例」および「豊中市個人情報保護条例」を施行して

から令和２年度で３２年目を迎えます。 

平成１３年１０月には、「豊中市公文書の開示等に関する条例」を全部改正し、「豊中市

情報公開条例」に改称し、新たな情報公開制度としてスタートさせました。また、平成１４

年４月からは市の出資法人の情報公開も実施し、市民に対する説明責任を果たすため、市の

保有する情報の公開のより一層の推進に努めています。 

個人情報保護制度についても、平成１７年１０月に「豊中市個人情報保護条例」を全部改

正し、本市における個人情報の保護により一層努めるとともに、市の出資法人においても、

個人情報の保護に関する要綱を制定し、市民の個人情報を保護することとしています。 

本市では、制度発足から今日まで、市民の皆さまにこれらの制度をご利用いただき、市の

さまざまな行政文書や自己情報の開示等を行ってきましたが、令和元年度は、行政文書開示

制度では、１，３０３件（うち、２９８件は任意開示の申出）の開示請求があり、また個人

情報保護制度では、１２１件の自己情報の開示等請求がありました。両制度とも着実に市民

の皆さまにとって身近な制度となってきていると思われます。 

今後とも、開かれた市政を推進することによって、市民の皆さまから信頼される市役所づ

くりをめざしていきたいと思います。 

本書は、令和元年度における本市の運用状況を中心に、これまでの運用の経過も分かるよ

う取りまとめたものです。本市の両制度をより一層理解し、利用していただくための参考と

なれば幸いです。 

 

 

  令和３年（２０２１年）１月 

                          総務部法務・コンプライアンス課 

 



（注１）  冊子中の用語等の表記について  

豊中市公文書の開示等に関する条例（以下「旧条例」という。）を全部改正

し、豊中市情報公開条例（以下「新条例」という。）と名称も新たに平成１３

年１０月１日から施行したことに伴い、旧条例中において用いられた用語等の

表記については、原則として新条例における用語等によることとしました。  

 

（注２）  「審査請求」と「不服申立て」について  

  行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行に伴い、平成２８年４月

１日から、「異議申立て」の手続が廃止され、「不服申立て」の手続が「審査

請求」の手続に一本化されたことから、平成２８年度分の冊子より「不服申立

て」の表記を「審査請求」に改めました。  



 

 

 

Ⅰ. 行政文書開示制度の運用状況 

 

(1) 行政文書開示制度の運用の経過 

 区   分 平成30年度まで 令和元年度 合     計  

請求件数 16,925 件(3,202) 1,303 件( 298) 18,228 件(3,500) 

請求者数 3,931 人(1,641) 261 人(  69) 4,192 人(1,710) 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全部開示 6,005 件(1,012) 1,006 件( 168) 7,011 件(1,180)  

部分開示 7,145 件(1,853) 173 件(  72) 7,318 件(1,925) 

不開示 377 件(  42) 17 件(  16) 394 件(  58) 

不開示 

（文書不存在） 
526 件(  102) 62 件(  18) 588 件(  120) 

存否応答拒否 11 件(   1) 5 件(   5) 16 件(   6) 

取下げ 2,841 件( 193) 38 件(  19) 2,879 件( 212) 

特例延長  0 件(   0)  

却下 20 件(   -) 2 件(   0) 22 件(   -) 

開 示 率 97.2 ％(98.5%) 98.6 ％(93.8%) 97.3 ％(98.2%) 

審査請求件数 114 件 4 件 118 件 

＊ １ （ ）内の数字は、請求のあったもののうち、任意開示の申出に係る数を示す。 

  ２ 「不開示（文書不存在）」及び「存否応答拒否」の件数は、新条例施行（平成１３

年１０月１日）後の数を示す。 

  ３ 審査請求の件数は、平成２７年度以前の行政不服審査法に基づく「不服申立て」の

件数を含んだ数を示す。 

 

○ 令和元年度の行政文書の開示請求は、延べ１９２人から１，００５件の請求がありました。 

その処理状況は、全部開示８３８件、部分開示１０１件、不開示１件、文書不存在による

不開示４４件、取下げ１９件、却下２件でした。 

 

また、開示請求権者以外の人からの行政文書の任意開示の申出を延べ６９人から２９８件

受けました。その処理状況は、全部開示１６８件、部分開示７２件、不開示１６件、文書不

存在による不開示１８件、存否応答拒否５件、取下げ１９件でした。 

 

開示請求の主なもの（任意開示の申出を含む。）は、工事・業務委託の設計書及び基礎単

価一覧表９０４件でした。 

 

制度化以来の通算では、延べ４，１９２人から１８，２２８件の行政文書について請求が

あり（任意開示の申出を含む。）、その処理状況は、全部開示７，０１１件、部分開示７，

３１８件、不開示３９４件、文書不存在による不開示５８８件、存否応答拒否１６件、取下げ

２，８７９件、却下２２件となっています。 

 

1



開示率（※）は、令和元年度は９８．６％、制度化以来では９７．３％となっています。 

 

※ 開示率＝（全部開示件数＋部分開示件数）÷（全部開示件数＋部分開示件数＋不開示件数） 

ただし、不開示件数には、不開示（文書不存在）及び存否応答拒否は含めていません。 
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(2) 部局別開示請求件数  

（単位：件） 

 実 施 機 関 名 部   局   名 担   当   課 請  求  件  数 小 計 

1 市 長 ― 人 権 政 策 課 7 ( 0 ) 

693 

  総 務 部 行 政 総 務 課 67 ( 64 ) 

   法 務 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 課 7 ( 5 ) 

  
 人 事 課 7 ( 7 ) 

   職 員 課 1 ( 1 ) 

   契 約 検 査 課 2 ( 0 ) 

  都 市 経 営 部 経 営 計 画 課 5 ( 0 ) 

  創 造 改 革 課 2 ( 2 ) 

  秘 書 課 20 ( 0 ) 

  広 報 戦 略 課 2 ( 0 ) 

  都 市 活 力 部 文 化 芸 術 課 1 ( 1 ) 

   ス ポ ー ツ 振 興 課 8 ( 8 ) 

  環 境 部 環 境 政 策 課 9 ( 2 ) 

   公 園 み ど り 推 進 課 202 ( 4 ) 

   美 化 推 進 課 2 ( 2 ) 

  財 務 部 資 産 管 理 課 25 ( 1 ) 

   施 設 課 21 ( 13 ) 

   市 民 税 課 3 ( 1 ) 

   固 定 資 産 税 課 3 ( 2 ) 

   税 務 管 理 課 4 ( 4 ) 

  市 民 協 働 部 庄 内 出 張 所 1 ( 0 ) 

  福 祉 部 地 域 共 生 課 1 ( 1 ) 

   福 祉 事 務 所 2 ( 2 ) 

   障 害 福 祉 課 8 ( 0 ) 

   長 寿 社 会 政 策 課 1 ( 0 ) 

   長 寿 安 心 課 43 ( 1 ) 

  
健 康 医 療 部 健 康 政 策 課 10 ( 8 ) 

   母 子 保 健 課 1 ( 0 ) 

  こ ど も 未 来 部 こ ど も 相 談 課 1 ( 0 ) 

   こ ど も 事 業 課 7 ( 0 ) 

   子 育 て 給 付 課 1 ( 1 ) 

  都 市 計 画 推 進 部 住 宅 課 2 ( 2 ) 

   市 街 地 整 備 課 4 ( 0 ) 

   開 発 審 査 課 11 ( 3 ) 

   建 築 審 査 課 2 ( 0 ) 

   建 築 安 全 課 6 ( 5 ) 

   中 高 層 建 築 調 整 課 2 ( 1 ) 

  都 市 基 盤 部 交 通 政 策 課 1 ( 0 ) 

   基 盤 整 備 課 61 ( 10 ) 

   基 盤 管 理 課 42 ( 3 ) 

   基 盤 保 全 課 84 ( 18 ) 

   維 持 修 繕 課 4 ( 0 ) 

2 病 院 事 業 管 理 者 市立豊中病院事務局 施 設 用 度 課 6 ( 2 ) 6 

3 上下水道事業管理者 上下水道局 経営部 総 務 課 14 ( 0 ) 
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経 営 企 画 課 1 ( 0 ) 

お 客 さ ま セ ン タ ー  窓 口 課 2 ( 0 ) 

お客さまセンター 給排水サービス課 3 ( 0 ) 

上下水道局 技術部 水 道 建 設 課 156 ( 16 ) 

浄 水 課 20 ( 1 ) 

水 道 維 持 課 20 ( 3 ) 

 下 水 道 建 設 課 150 ( 44 ) 

 下 水 道 管 理 課 133 ( 23 ) 

 

下 水 道 施 設 課 22 ( 7 ) 

猪名川流域下水道事務所 維持課 18 ( 1 ) 

 猪名川流域下水道事務所 建設課 2 ( 1 ) 

4 消    防    長 消 防 局 消 防 総 務 課 1 ( 0 ) 
 

 予 防 課 1 ( 1 ) 

 北 消 防 署 7 ( 4 )  

 南 消 防 署 4 ( 3 ) 13 
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5 教 育 委 員 会 教育委員会事務局 教 育 総 務 課 1 ( 1 ) 

 

 

 

33 

学 校 施 設 管 理 課 3 ( 0 ) 

社 会 教 育 課 3 ( 0 ) 

中 央 公 民 館 3 ( 0 ) 

螢 池 公 民 館 1 ( 0 ) 

庄 内 公 民 館 1 ( 0 ) 

千 里 公 民 館 1 ( 0 ) 

読 書 振 興 課 1 ( 0 ) 

学 校 給 食 課 1 ( 0 ) 

教 職 員 課 1 ( 1 ) 

学 校 教 育 課 16 ( 3 ) 

児 童 生 徒 課 1 ( 0 ) 
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選 挙 管 理 委 員 会 
 

選挙管理委員会事務局 － 7 ( 7 ) 7 

7 固定資産評価審査委員会 

 
固定資産評価審査委員会事務局 － 4 ( 3 ) 4 

8 市 議 会 市 議 会 事 務 局 

 

 

総 務 課 2 ( 1 )  

6 議 事 課 4 ( 4 ) 

８実施機関 ２０部局 ７５課 1,303 ( 298 ) 1,303 

＊ （ ）内の数字は、請求のあったもののうち、任意開示の申出に係る数を示します。 
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(3) 不開示理由の内訳 

（単位：件） 

区  分 平成30年度まで 令和元年度 合    計 

請求件数 16,925 ( 3,202 ） 1,303 ( 298 ) 18,228 ( 3,500 ） 

不開示又は部分開示件数 7,522 

 

( 1,926 ） 190 

 

( 88 

 

) 7,712 

 

( 2,014 ） 

内訳             

個人情報 5,374 ( 1,417 ） 167 ( 75 ) 5,541 ( 1,492 ） 

法人等情報 5,149 ( 1,588 ） 76 ( 35 ) 5,225 ( 1,623 ） 

審議検討等情報 128 ( 23 ） 7 ( 4 ) 135 ( 27 ） 

事務事業情報 1,232 ( 78 ） 24 ( 5 ) 1,256 ( 83 ） 

任意提供情報 8 ( 2 ） 0 ( 0 ) 8 ( 2 ） 

公共安全等情報 281 ( 20 ） 15 ( 3 ) 296 ( 23 ） 

法令秘等情報 12 ( 3 ） 1 ( 1 ) 13 ( 4 ） 

国等協力関係情報等 47 ( 0 ）   47 ( 0 ） 

＊ １ （ ）内の数字は、請求のあったもののうち、任意開示の申出に係る数を示す。 

２ 不開示には、一つの決定で複数の理由による場合がある。 

３ 不開示理由のうち、旧条例の意思形成過程情報、生命等保護等情報、法令秘情報・法

定受託事務情報は、それぞれ新条例の審議検討等情報、公共安全等情報、法令秘等情報

として取り扱うものとする。 

４ 国等協力関係情報等には、任意提供情報を含んでいる。（新条例においては、国等協

力関係情報は不開示情報から削除したが、区分欄にはそのまま残した。） 

 

○ 令和元年度は１，３０３件（取下げ３８件を含む。）の開示請求（任意開示の申出を含む。

以下同じ。）があり、情報公開条例第７条各号のいずれかに該当することにより、不開示

（１７件）又は部分開示（１７３件）の決定が行われたものが、１９０件ありました。 

このうち、各号についての該当件数はそれぞれ個人情報（第１号）が１６７件、法人等情

報（第２号）が７６件、審議検討等情報（第３号）が７件、事務事業情報（第４号）が２４

件、任意提供情報（第５号）が０件、公共安全等情報（第６号）が１５件、法令秘等情報

（第７号）が１件となっています。 

不開示となった部分のほとんどは、個人情報にあっては個人の氏名、住所、年齢、電話番

号、個人印、法人等情報にあっては法人の代表者印（実印・銀行印に限る。）の部分でした。 

 

制度化以来の通算では１８，２２８件（取下げ等２，８７９件を含む。）の開示請求があ

りました。同条例の不開示理由に該当することにより、不開示（３９４件）又は部分開示 

（７，３１８件）の決定が行われたものは７，７１２件ありました。各号の該当件数はそれ

ぞれ個人情報が５，５４１件、法人等情報が５，２２５件、審議検討等情報が１３５件、事

務事業情報が１，２５６件、任意提供情報が８件、公共安全等情報が２９６件、法令秘等情

報が１３件、国等協力関係情報等が４７件となっています。 
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(4) 開示請求者の内訳 

（単位：件） 

区   分 平成30年度まで 令和元年度 合   計 

市内に住所を有する者 11,014 420 11,434 

事務所等を有するもの 1,958 566 2,524 

在勤者 686 12 698 

在学者 8 5 13 

納税義務者 18 2 20 

利害関係者 39 0 39 

任意申出者 3,202 298 3,500 

合   計 16,925 1,303 18,228 

＊ 請求者については複数該当する場合があるが、請求者の要件はいずれか一つに該当すれば

よいので、請求者が記入したもので分類した。 

 

○ 令和元年度の開示請求者の内訳は、１，３０３件の請求のうち、市内に住所を有する者から

の請求４２０件（３２．２％）、事務所等を有するもの（団体・個人）からの請求が５６６件

（４３．４％）、在勤者からの請求が１２件（０．９％）、在学者からの請求が５件（０．３

％）、納税義務者からの請求が２件（０．２％）でした。また、開示請求権者以外の任意申出

者からの請求が２９８件（２２．９％）ありました。 

制度化以来の通算では１８，２２８件の請求のうち、１１，４３４件（６２．７％）が市内

に住所を有する者、２，５２４件（１３．８％）が事務所等を有するもの、６９８件（３．８

％）が市内の事務所や事業所に勤務している者、１３件（０．１％）が市内の学校に在学して

いる者、２０件（０．１％）が納税義務者、３９件（０．２％）が利害関係者、３，５００件

（１９．２％）が任意申出者からの請求となっています。 
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(5) 開示の実施方法 

（単位：件） 

区   分 平成30年度まで 令和元年度 合   計 

閲覧のみ 1,474 ( 5 ） 18 ( 0 ) 1,492 ( 5 ） 

閲覧と写し等の交付 5,693 ( 341 ） 43 ( 7 ) 5,736 ( 348 ） 

写し等の交付のみ 5,819 ( 2,427 ） 1,101 ( 219 ) 6,920 ( 2,646 ） 

聴取又は視聴 0 ( 0 ） 0 ( 0 ) 0 ( 0 ） 

未実施 164 ( 92 ） 17 ( 14 ) 181 ( 106 ） 

合   計 13,150 ( 2,865 ） 1,179 ( 240 ) 14,329 ( 3,105 ） 

＊ （ ）内の数字は、請求のあったもののうち、任意開示の申出に係る数を示す。 

 

○ 実施機関の決定が全部開示又は部分開示の場合、閲覧、聴取、視聴又は写し等の交付を受け

ることができます。 

令和元年度は、閲覧のみが１８件（１．５％)、閲覧と写し等の交付が４３件（３．７％)、

写し等の交付のみが１，１０１件（９３．５％）、請求者が来庁しなかった等の理由で開示で

きなかったものが１７件（１.４％）でした。 

制度化以来の通算では、閲覧のみが１，４９２件（１０．４％）、閲覧と写し等の交付が５，

７３６件（４０．０％）、写し等の交付のみが６，９２０件（４８．３％）、請求者が来庁し

なかった等の理由で開示できなかったものが１８１件（１.２％）となっています。 
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Ⅱ. 個人情報保護制度の運用状況 

 

(1) 個人情報保護制度の運用の経過 

区  分 平成 30 年度まで 令和元年度 合   計 

請 求 件 数 1,555 件 121 件 1,676 件 

請 求 者 数 1,164 人 81 人 1,245 人 

処 
 
 

理 
 

 

状 
 

 

況 

承 諾 
998 件 52 件 1,050 件 

（全部開示） 

一部承諾 
338 件 54 件 392 件 

（部分開示） 

全部拒否 
74 件 4 件 78 件 

（不開示） 

全部拒否 
82 件 9 件 91 件 

（文書不存在） 

存否応答拒否 1 件 0 件 1 件 

取下げ 58 件 1 件 59 件 

特例延長  0 件  

却 下 4 件 1 件 5 件 

審査請求件数 50 件 1 件 51 件 

 
○ 令和元年度は、１２１件の請求があり、自己に関する情報の開示請求が１１５件、訂正

等請求が６件でした。 

開示請求のうち、住民票・戸籍・印鑑登録に関する文書が２７件、介護認定に関する文

書が２１件、診療報酬に関する文書が２件ありました。 

 

制度化以来では延べ１，２４５人から１，６７６件の請求があり、その内訳として、自

己に関する情報の開示請求１，６２７件、目的外利用等の中止請求２１件、削除請求２１

件、訂正請求７件となっています。 

 

なお、平成１８年度からは、「市立豊中病院の診療録（カルテ）（担当：医療情報室）」

の開示請求については豊中市個人情報保護条例第２９条に規定する開示請求の特例による

こととしましたが、令和元年度は７５件の請求があり、全部開示６７件、文書不存在によ

る不開示８件でした。 

平成１８年度からの合計は７０４件で、全部開示６５４件、文書不存在による不開示４

７件、取下げ３件です。 

′ヽ  
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(2) 不開示理由の内訳（自己情報の開示請求） 

（単位：件） 

区  分 平成 30 年度まで 令和元年度 合  計 

請 求 件 数 1,512 115 1,627 

全部拒否（不開示・文書不存在）

又は一部承諾（部分開示）件数 
455 63 518 

内訳 

本人情報 4 0 4 

第三者の個人情報 245 34 279 

法人等情報 39 4 43 

審議検討等情報 18 0 18 

事務事業情報 91 27 118 

任意提供情報 5 0 5 

公共安全等情報 16 3 19 

法令秘等情報 0 0 0 

文書不存在 70 9 79 

旧条例に基づく不開示理由の内訳 

法令秘情報 2  2 

評価・診断等情報 19  19 

事務事業執行情報 55  55 

文書不存在（Ｈ13年から） 12  12 

＊ 不開示理由には、一つの決定で複数の理由による場合がある。 

＊ 不開示理由の内訳は、新条例施行（平成１７年１０月１日）以後に決定を行ったものについ

ては新条例の区分により、それ以前に決定を行ったものは旧条例の区分による。 

 

○ 自己情報の開示請求については、令和元年度は延べ７８人から１１５件の請求があり、

その処理状況は、全部開示５０件、部分開示５２件、不開示２件、文書不存在９件でした。 

制度化以来の通算では、１，６２７件（取下げ５９件を含む。）の請求に対して全部拒

否（不開示・文書不存在）又は一部承諾（部分開示）の決定となったものは５１８件で、

新条例に基づく決定における不開示の該当理由としては、本人情報４件、第三者の個人情

報２７９件、事務事業情報１１８件、法人等情報４３件、審議検討等情報１８件、任意提

供情報５件、公共安全等情報１９件、旧条例に基づく決定における不開示の該当理由とし

ては、事務事業執行情報５５件、評価・診断等情報１９件、法令秘情報２件となっていま

す。 
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(3) 部局別開示等請求件数 

    （単位：件） 

  実施機関名 部 局 名 担 当 課 請求件数 小計 

1 

  

  

  

市 長 ― 人 権 政 策 課 9 

98 

総 務 部 職 員 課 2 

環 境 部 公 園 み ど り 推 進 課 1 

財 務 部 資 産 管 理 課 1 

固 定 資 産 税 課 10 

市 民 協 働 部 市 民 課 26 

 新 千 里 出 張 所 1 

福 祉 部 福 祉 事 務 所 2 

障 害 福 祉 課 14 

長 寿 社 会 政 策 課 2 

長 寿 安 心 課 25 

健 康 医 療 部 健 康 政 策 課 1 

保 険 給 付 課 2 

都 市 計 画 推 進 部 住 宅 課 1 

市 街 地 整 備 課 1 

2 消 防 長 消 防 局 北 消 防 署  予 防 広 報 係 4 4 

3 教 育 委 員 会 教 育 委 員 会 事 務 局 教 育 総 務 課 1 

18 

教 職 員 課 3 

児 童 生 徒 課 14 

4 公 平 委 員 会 公 平 委 員 会 事 務 局 ― 1 1 

  ４実施機関 １１部局 １９課 121 121 

 

 

○ 令和元年度は、４実施機関１１部局に対して１２１件の請求があり、その内訳は、人権

政策課９件、総務部２件、環境部１件 財務部１１件、市民協働部２７件、福祉部４３件、

健康医療部３件、都市計画推進部２件、消防局４件、教育委員会事務局１８件、公平委員

会事務局１件となっています。 

制度化以来の通算では、６実施機関に対して１，６７６件の請求があり、市長１，４５

８件、上下水道事業管理者が２３件、消防長が５５件、教育委員会１２９件、公平委員会

１件、監査委員１０件となっています。 
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(4) 開示の実施方法（自己情報の開示請求） 

（単位：件） 

区    分 平成30年度まで 令和元年度 合   計 

閲 覧 の み 44  2  46  

閲覧と写し等の交付 762  3  765  

写 し 等 の 交 付 の み 499 (122) 96 (34) 595 (156) 

聴 取 又 は 視 聴 0  0  0  

未 実 施 30  1  31  

合 計 1,335 (122） 102 (34) 1,437 (156) 

＊ （ ）内の数字は、郵送の件数（内数） 

 

○ 実施機関の決定が承諾（全部開示）又は一部承諾（部分開示）の場合、閲覧、聴取、視

聴又は写し等の交付を受けることができます。 

令和元年度は、閲覧のみが２件、閲覧と写し等の交付が３件、写し等の交付のみが９６

件、請求者が来庁しなかった等の理由で開示できなかったものが１件でした。 

制度化以来の通算では、閲覧のみが４６件（３．２％）、閲覧と写し等の交付が７６５

件（５３．２％）、写し等の交付のみが５９５件（４１．４％）、これまでに請求者が来庁し

なかったため、開示できなかったものが３１件（２．２％）となっています。 
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Ⅲ．審査請求の処理状況 

 

(1) 処理の経過 

（単位：件） 

区   分 平成30年度まで 令和元年度 合   計 

  行政文書 114 4 118 

請 求 件 数 個人情報 50 1 51 

    計 164 5 169 

    行政文書 5 2 7 

  

処 

  

  

  

理 

  

  

  

状 

  

  

  

況 

  

却  下 個人情報 1 0 1 

    計 6 2 8 

  行政文書 8 0 8 

全部認容 個人情報 5 0 5 

    計 13 0 13 

  行政文書 16 1 17 

部分認容 個人情報 9 0 9 

    計 25 1 26 

  行政文書 62 1 63 

棄  却 個人情報 29 1 30 

    計 91 2 93 

  行政文書 21 0 21 

取 下 げ 個人情報 5 0 5 

    計 26 0 26 

  行政文書 112 4 116 

合  計 個人情報 49 1 50 

    計 161 5 166 

 行政文書  2 2 

審 理 中 個人情報  1 1 

   計  3 3 

＊ 却下の８件は、不適法なものとして審査会に諮問せず却下したもの。また「平成３０年度

まで」の行政文書に係る不服申立てに対して全部認容したもののうち３件は、審査会に諮問

せず実施機関限りで認容したものと諮問を取り下げて認容したもの。 

＊ 平成２７年度以前の行政不服審査法に基づく「不服申立て」の件数を含む。 

 

○ 令和元年度の審査請求は、行政文書に関するものが４件、個人情報に関するものが１件あり、

行政文書に関するものは、却下したものが２件、次年度に審理が繰り越されたものが２件でし

た。また、個人情報に関するものは、次年度に審理が繰り越されたものが１件でした。なお、

前年度から審理を繰り越していた行政文書に関するもの２件は、部分認容したものが１件、棄

12



却したものが１件でした。前年度から審理を繰り越していた個人情報に関するもの１件は、棄

却したものが１件でした。 

13



（2）審査会の答申 

豊 情 個 審 答 申 第５３号  

令和元年(2019 年)５月２９日  

 

豊中市教育委員会  

教育長 岩 元 義 継 様  

 

 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会  

会 長  塩  川  茂 

 

 

豊中市情報公開条例に基づく行政文書の開示の請求に係る取扱い  

について（答申）  

 

 平成３０年１月２４日付け豊教総第１２０９号により諮問を受けた豊中市情

報公開条例に基づく行政文書の開示の請求に係る取扱いについて、別添のとお

り答申します。  
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第一 審査会の結論 

 豊中市教育長が行った、「（仮称）庄内地域における「魅力ある学校」づくり計画等策

定支援業務委託により提出された成果品一式」に係る行政文書部分開示決定は妥当では

なく、議事録部分中、議事録作成者である委託業者の従業員の氏名、出席者（市の職員

を除く。）の氏名及び所属・役職並びに「打合せ内容」の「今後の検討にあたっての指導・

助言」の部分の発言者名、発言者の所属、発言中の個人を特定できる部分及び別表に掲

げる部分を除き、開示すべきである。 

 

第二 審査請求の経過 

１ 開示請求 

審査請求人は、平成２９年９月２０日、豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条

例第２８号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、行政文書の名称又

は内容を「（仮称）庄内地域における「魅力ある学校」づくり計画等策定支援業務委託

により提出された成果品一式」とする開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行

った。 

２ 実施機関の決定 

条例第２条第１号に規定する実施機関である豊中市教育長（以下「実施機関」とい

う。）は、同年１０月４日、本件開示請求に係る行政文書を「（仮称）庄内地域におけ

る「魅力ある学校」づくり計画等策定支援業務委託により提出された成果品一式」（以

下「本件行政文書」という。）と特定し、「議事録は、市内部における事業の検討に関

する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の

者に不当に不利益をおよぼすおそれがあるため開示できません。」との理由を付して、

行政文書部分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。 

３ 審査請求 

審査請求人は、同年１２月２８日、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）の定めるところにより、同法第９条第１項に規定する審査庁で

ある豊中市教育委員会（以下「審査庁」という。）に対し審査請求（以下「本件審査請

求」という。）を行った。 

４ 審査会への諮問 

 審査庁は、平成３０年１月２４日、条例第１８条第１項の規定に基づき豊中市情報

公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に、本件審査請求について諮問

した。 

 

第三 審査請求の趣旨 

 本件処分を取り消し、開示を求める。 
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第四 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人の主張の要旨は、審査請求書及び口頭意見陳述の内容をまとめると以下の

とおりである。 

１ 市民の知る権利を制限するものであり、市内部での事業の検討も合わせて情報を求

める。市民の意思形成に影響を及ぼすものである。 

２ 本件開示請求に係る計画は既に策定されており、「詳解 情報公開法」（総務省 行

政管理局）７１頁によれば、（不開示とする理由は）「情報を開示することによってそ

の意思決定が損なわれないようにする必要がある」ためであり、既に意思決定がされ

た後においては、意思決定に影響が出ることはないため、不開示とする理由はない。 

３ 浦和地裁昭和５９年６月１１日判決によれば、公開しないことを条件として提供さ

れた情報についてすら、「行政庁の情報入手の便益を不当に重視して、情報公開制度潜

脱の口実を与え、右制度の意義の大半を失わせる危険をもたらすもの」とされており、     

本件についても、単に（公開について）確認や了解を得たものでないだけで、非公開

とされる理由は皆無である。 

４ 条例第７条第３号は、全ての「審議、検討等に関する情報」について不開示として

いるのではなく、「不当に」という条件をつけている。また、「詳解 情報公開法」７

４頁によれば「不当に」とは「審議、検討等途中の情報を公にすることの公益性を考

慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味す

る。」とされ、その判断は「公にすることによる利益と不開示にすることによる利益と

を比較考慮した上で判断される。」とされている。 

  本件については、豊中市教育長自身が（計画策定に当たり）市民の意見を聴くとし

ているのであるから、不開示情報を開示し、適切な判断材料を提供すべきである。 

 また、本件不開示情報が開示されないことによる利益は、ほとんどの事項について

計画が策定され、専門家の意見も概ね聞き取りが終了していることに鑑みれば、そも

そも皆無ないし極めて軽微である。 

５ 実施機関は、「本件不開示情報の開示により、今後、同様の場においても公開するこ

とが前提となり、学識経験者等との率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあ

る」とするが、同様の場がどのようなものを想定しているのか全く不明確であり、憶

測の域をでず、仮に利益があるとしても、せいぜい学識経験者が「意見」をいうこと

をためらう程度のものである。 

６ 本件不開示情報は「学識経験者等による勉強会の議事録」であり、客観的な資料に

基づいて、学識経験者が意見を述べているものと考えられる。意見はともかくとして、

客観的な資料の部分については、開示されるべきである。 

７ 実施機関は、本件不開示情報には「市内部における検討段階の内容と関連した情報

が含まれており、公表することにより、「市としてすでに決定された事項」だと誤解さ
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れかねず、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある」とするが、本件計画は

すでに策定されており、決定した事項については明らかにされている。大阪高裁平成

６年６月２９日判決において「専門家が調査した自然界の客観的、科学的な事実、お

よびこれについての客観的、科学的な分析であると推認されるものであり、その情報

自体において、安威川ダム建設に伴う調査研究、企画などを遂行するのに誤解が生じ

るものとは考えられない。」とされている通りであり、（本件計画に係る）客観的な資

料、事実の提示が、どのようにして既に決定された事項と誤解されかねないのか全く

不明確であり、市民の判断能力を過少評価している。 

８ 実施機関は、「勉強会では、各出席者が率直に意見を述べており、それらの内容に反

対する意見を持つ者が情報を知り得た場合、その者からの圧力により、各出席者、特

に第三者の学識経験者等へ不当に不利益を及ぼすおそれがある」とするが、既に策定

された計画について、反対する意見を持つ者がどのような目的をもって、どのような

圧力をかけるのか、全くもって不明確であり、また、過去にそのような事案がみられ

たものでもなく、憶測の域を出るものではない。 

 

第五 実施機関の主張の要旨 

実施機関の主張の要旨は、弁明書及び口頭意見陳述の内容をまとめると、次のとおり

である。 

１ 以下の３点から議事録は条例第７条第３号に該当するため、不開示とした。 

① 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれについて 

当該勉強会では、庄内地域における「魅力ある学校」づくりについて、ソフト・

ハードの両面からさまざまな事項について意見が交わされている。公開を前提とし

ていなかったことから、第三者の学識経験者等との率直な意見交換並びに指導、助

言をいただくことができたものであり、本件審査請求が認められれば、今後、同様

の場においても公開することが前提となり、学識経験者等との率直な意見の交換が

不当に損なわれるおそれがある。 

② 市民の間に混乱を生じさせるおそれについて 

学校再編を含む庄内地域における「魅力ある学校」づくりに係る具体的内容は、

市民生活に直結するものである。本件不開示情報には、市内部における検討段階の

内容と関連した情報が含まれており、公表することにより、「市としてすでに決定さ

れた事項」だと誤解されかねず、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある。 

③ 特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれについて 

    当該勉強会では、各出席者が率直に意見を述べており、それらの内容に反する意

見を持つ者が情報を知り得た場合、その者からの圧力により、各出席者、特に第三

者の学識経験者等へ不当に不利益を及ぼすおそれがある。 

２ 計画策定にあたっては、平成２９年７月に意見公募手続を実施し、広く市民等から
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意見を求めている。また、今後も適宜保護者や地域住民等との意見交換の場を設定す

る予定である。 

 

第六 審査会の判断 

１ 本件行政文書について 

  本件行政文書は、庄内地域の小・中学校を再編し、新たに小中一貫校を整備するこ

となどを柱とした「庄内地域における『魅力ある学校』づくり計画（平成２９年８月

策定。以下「庄内学校計画」という。）」の策定に向け、平成２８年度業務委託におい

て作成された成果品である。実施機関によれば、その成果品は、庄内地域における「魅

力ある学校」づくり構想報告書、先進事例、議事録、南校平面図・俯瞰図から構成さ

れており、これらは、庄内学校計画の策定に向けた市内部における検討に関連して取

得した情報である。 

また、本件行政文書のうち議事録に係る部分（以下「議事録部分」という。）は、平

成２８年度業務委託の委託仕様書に基づく委託業務のうち、「知見の活用」として「教

育、福祉、市民協働、土木・建築分野等の学識経験者から指導、助言をいただき、（仮

称）庄内地域における『魅力ある学校』づくり計画に反映させる」ため、同仕様書に

おいて成果品のひとつとして定める「学識経験者の指導・助言に係る記録（議事録）

一式」のうちの議事録である。これは、実施機関によれば、「委託業者が主催した学識

経験者等による勉強会の議事概要」とのことではあるが、同仕様書に「記録作成（想

定：５人×２回程度）」とあるように、実施機関が委託業者に対して勉強会（以下「本

件会合」という。）を開催するよう指示したことが認められる。 

また、当審査会は、議事録部分について実施機関に対し提出を求め、インカメラに

より審理を行い、当該議事録部分には、会議の場所及び日時、議事録の作成者、出席

者の氏名及び所属・役職、打合せ内容、発言内容、発言者名などが記載されているこ

とを確認している。 

２ 条例の基本的な考え方 

 条例は、市民の行政文書に対する開示請求権を保障するとともに、豊中市がその諸

活動について説明責任を有し、それを果たすべきであるとの基本的な考え方を示して

いる。 

 条例第７条では、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書

に不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政

文書を開示しなければならない」と規定し、行政文書の開示請求に対しては、原則と

して全部開示すること、及び開示しない場合としては、同条各号で定める不開示情報

が記録されているときに限られることを示している。 

 条例第７条第３号では、「市の機関並びに国，独立行政法人等，他の地方公共団体及

び地方独立行政法人その他の公共団体（以下「国等」という。）の内部又は相互間にお
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ける審議，検討又は協議に関する情報であって，公にすることにより，率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に市民の間に混乱を

生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれが

あるもの」を不開示情報と規定している。 

 また、条例第８条第１項では、「実施機関は，開示請求に係る行政文書の一部に不開

示情報が記録されている場合において，不開示情報が記録されている部分を容易に区

分して除くことができるときは，開示請求者に対し，当該部分を除いた部分につき開

示しなければならない。ただし，当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されてい

ないと認められるときは，この限りでない」として、部分開示について規定している。 

３ 本件審査請求に係る条例第７条第３号該当性の判断 

実施機関の主張の要旨は、議事録部分の内容が条例第７条第３号に該当するため議

事録部分を不開示としたというものであるが、まずはこの点について検討する。 

条例第７条第３号は、上述のとおり市の機関の内部における審議，検討又は協議に

関する情報に関し不開示情報としての要件を定めた規定であるが、これは意思決定前

の審議、検討又は協議に関する情報を全て不開示とすることは市がその諸活動を説明

する責務を全うする観点から適当ではないという趣旨に基づくものであり、具体的に

は公にすると率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が「不当に」損なわれるお

それ，「不当に」市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に「不当に」利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものを不開示情報と規定している。 

この場合における「不当」とは、情報を開示することの公益性を考慮しても、開示

により予想される支障が看過し得ない程度のものであることとされ、当該予想される

支障の程度が「不当」なものであるか否かの判断は、当該情報の性質に照らし、開示

することにより得られる利益と不開示とすることによる利益とを比較衡量した上で判

断するものであるとされている。 

ア 第五の１①の主張について 

実施機関は、議事録部分の公開を前提としていなかったことから、第三者の学識

経験者等との率直な意見交換並びに指導、助言を得ることができたものであり、本

件審査請求が認められれば、今後、同様の場においても公開することが前提となり、

学識経験者等との率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがある旨主張する。 

しかしながら、庄内学校計画は、本件開示請求があった時点において既に策定及

び公表されていることから、策定作業は終了していると見るべきであり、審査請求

人が主張するように、「同様の場」というのがどのようなものを想定しているのか不

明確であり、学識経験者等との率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれなるも

のはそもそも抽象的であると言わざるをえない。 

たしかに実施機関が主張するとおり、本議事録部分の全てを開示することとする

と、「今後豊中市が開催する公表を前提としない会議」という抽象的な対象に対して
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ではあるが、発言者名を特定されることを好まない出席者が踏み込んだ発言を躊躇

し、会議の狙いである自由闊達な議論が阻害されることも想定されることから、実

施機関の主張についても一定程度是認できるものもある。 

この観点から、議事録部分中の出席者（市の職員を除く。）の氏名及び所属・役職

並びに「打合せ内容」の「今後の検討にあたっての指導・助言」の部分の発言者名、

発言者の所属及び発言中の個人を特定できる部分（以下「発言者名等」という。）を

不開示とすれば、発言内容から発言者が特定される可能性を考慮したとしても、発

言者が識別される蓋然性を小さくすることは可能である。 

発言者が識別できなければ、実施機関が主張するような学識経験者等との率直な

意見の交換が不当に損なわれるおそれも小さくなるのであり、発言者名等を議事録

部分から容易に区分し除くことができるにもかかわらず、そのような措置をとるこ

とをせず議事録部分の全てを漫然と不開示とした実施機関の決定は不当であると言

わざるをえない。 

    一方、実施機関は主張していないが、本件会合はいわゆる「勉強会」という性質

を持った会合であることから、誤解を避けるための慎重な言い回しや詳細な説明と

いったものは省かれ、議論に際しては、議論を活発化させるため、端的に、かつ、

ある一面を殊更に強調するなどして各自の意見が発せられていることが認められる。 

   実際に、あえて誇張した表現をした結果、誤解を招きかねないもの、十分に吟味

検討されずに発言されたため、誤解を招きかねないものなど、発言者の率直かつ忌

憚のない意見が記載されている部分をインカメラにより確認している。 

当該部分に該当する箇所は、別表１に掲げるとおりであるが、これらの部分を公

にすると、出席者は自己の発言が誤解を招くことがないよう無難な発言に終始する

ようになり、率直に自らの発言を開陳し、自由闊達な議論を行うことができなくな

るおそれや、同種の勉強会の適正な開催に影響を及ぼすおそれがあると言える。 

次に、実施機関は、議事録部分を開示することにより、意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれがある旨主張するが、そもそも本件会合は「勉強会」であって、

出席者の合議により一定の意思決定がなされるものではない。 

インカメラにより議事録部分を確認したところ、本件会合は、特定の結論を出し、

それを実施することを目的としているという性質の会合ではなく、学識経験者との

議論により種々の問題点や課題点に関する指摘や助言を受けることに主眼があるも

のということができる。 

よって、議事録部分を開示することにより意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれがあるとの実施機関の主張は失当である。 

イ 第五の１②の主張について 

実施機関は、議事録部分には、市内部における検討段階の内容と関連した情報が

含まれており、公表することにより、「市としてすでに決定された事項」だと誤解さ
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れかねず、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある旨主張する。 

  しかしながら、上記アにおいて述べたとおり、庄内学校計画は、本件開示請求が

あった時点において既に策定及び公表されていることから、策定作業は終了してい

ると見るべきであり、もはや本件開示請求の時点において庄内学校計画は検討途上

にはないといえる。 

  したがって、原則的にはこれらの情報を開示したとしても、実施機関が主張して

いるような「市としてすでに決定された事項」だと誤解されかねず、不当に市民の

間に混乱を生じさせるおそれがあるとは認められない。 

    一方、上記アにおいて述べたように、実施機関は主張していないが、本件会合は

いわゆる「勉強会」という性質を持った会合であることから、誤解を避けるための

慎重な言い回しや詳細な説明といったものは省かれ、実際に、未成熟な事項や事実

関係の確認が不十分な事項について断定的に発言し、誤解を招きかねない意見が記

載されている部分をインカメラにより確認している。 

当該部分に該当する箇所は、別表２に掲げるとおりであるが、これらの部分を公

にすると、出席者は自己の発言が誤解を招くことがないよう無難な発言に終始する

ようになり、率直に自らの発言を開陳し、自由闊達な議論を行うことができなくな

るばかりか、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあると言える。 

ウ 第五の１③の主張について 

  実施機関は、当該勉強会では、各出席者が率直に意見を述べており、それらの内

容に反する意見を持つ者が情報を知り得た場合、その者からの圧力により、各出席

者、特に第三者の学識経験者等へ不当に不利益を及ぼすおそれがある旨主張する。 

  しかしながら、上記ア及びイにおいて述べたように、庄内学校計画はすでに策定

及び公表されているのであるから、発言の内容について反する意見を持つ者が情報

を知り得たとしても、現時点において各出席者に対して圧力をかけ、不当に不利益

を及ぼすおそれは小さいと言える。 

  また、上記アにおいて述べたように、発言者名等を不開示とすることにより、発

言者が識別される蓋然性は小さくなることから、反対者が圧力をかけ出席者に不利

益を及ぼすおそれも同じく小さい。 

４ 結論 

以上の次第で、発言者名等及び別表１及び２に掲げる部分を区分し除いた議事録部

分は、条例第７条第３号に規定するおそれがある情報に該当するとはいえないから、

実施機関は、議事録部分を発言者名等及び別表に掲げる部分について区分し除いたう

えでこれを開示すべきである。ただし、この場合において、議事録部分に記載された

議事録作成者である委託業者の従業員の氏名は、条例第７条第１号に規定する個人情

報に該当するため当該部分についても、不開示とすべきである。よって、審査会は「第

一 審査会の結論」のとおり判断する。 
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  令和元年（２０１９年）５月２９日 

 

 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会 

会  長  塩 川   茂 

 

委  員  加 藤 幸 江 

 

委  員  中 川 丈 久 

 

委  員  前 田 雅 子 

 

委  員  塩 野 隆 史 
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（別表１） 

不開示とする部分 

議事録部分（平成 28年 6月 28日分）『５ 「今後の検討にあたっての指導・助言』のうち 

2 頁 11 行目 左から 5 文字目から 40 文字目まで 

  12 行目 左から 1 文字目から 41 文字目まで 

  13 行目 左から 1 文字目から 41 文字目まで 

  14 行目 左から 1 文字目から 36 文字目まで 

  29 行目 左から 1 文字目から 26 文字目まで 

3 頁 3 行目 左から 1 文字目から 19 文字目まで 

  23 行目 左から 2 文字目から 21 文字目まで 

4 頁 21 行目 左から 2 文字目から 23 文字目まで 

  22 行目 左から 1 文字目から 27 文字目まで 

議事録部分（平成 28年 12月 1日分）『6 「今後の検討にあたっての指導・助言』のうち 

4 頁 25 行目 左から 1 文字目から 15 文字目まで 

  29 行目 左から 1 文字目から 22 文字目まで 

5 頁 12 行目 左から 1 文字目から 33 文字目まで 

  13 行目 左から 1 文字目から 32 文字目まで 

  17 行目 左から 1 文字目から 27 文字目まで 

  19 行目 左から 1 文字目から 35 文字目まで 

  23 行目 左から 1 文字目から 39 文字目まで 

  24 行目 左から 1 文字目から 38 文字目まで 

 

（別表２） 

不開示とする部分 

議事録部分（平成 28年 6月 28日分）『５ 「今後の検討にあたっての指導・助言』のうち 

2 頁 10 行目 左から 8 文字目から 26 文字目まで 

議事録部分（平成 28年 12月 1日分）『6 「今後の検討にあたっての指導・助言』のうち 

3 頁 14 行目 左から 2 文字目から 15 文字目まで 

5 頁 28 行目 左から 5 文字目から 8 文字目まで 

※議事録中の「※敬称略」は行に含めないものとする。 
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豊 情 個 審 答  申 第 ５４ 号 

令和元年(2019 年)６月２８日  

 

豊中市教育長   

岩 元  義  継 様  

 

 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会  

会 長  塩  川  茂  

 

 

豊中市個人情報保護条例の規定に基づく自己情報部分開示決定処  

分について（答申）  

 

 平成３０年６月１５日付け豊教総第４４９号により諮問を受けた豊中市個人

情報保護条例に基づく自己情報の開示請求に係る取扱いについて、別添のとお

り答申します。  
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第一 審査会の結論 

 豊中市教育長職務代理者が行った、「平成２８年（２０１６年）３月１０日付け「５年

生男子児童の事案について（報告）」」及び「平成２８年（２０１６年）３月１６日付け

「５年１組男子児童の事案 担任よりの聞き取り（報告）」」に係る自己情報部分開示決

定は、妥当である。 

 

第二 審査請求の経過 

１ 開示請求 

審査請求人は、平成３０年３月２３日、豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中

市条例第１９号。以下「条例」という。）第１９条第１項の規定に基づき「H２８．３

〇〇〇小学校当時担任（〇〇〇氏）による〇〇〇への体罰についての教育委員会への

報告書」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

２ 実施機関の決定 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１３条

第２項の規定により、条例第２条第１号に規定する実施機関である豊中市教育長（以

下「実施機関」という。）の職務を代理する豊中市教育長職務代理者は、平成３０年４

月６日、本件開示請求に係る自己情報を「平成２８年（２０１６年）３月１０日付け

「５年生男子児童の事案について（報告）」」（以下「３月１０日付け自己情報」という。）

及び「平成２８年（２０１６年）３月１６日付け「５年１組男子児童の事案 担任よ

りの聞き取り（報告）」」（以下「３月１６日付け自己情報」という。）（以下これらを「本

件自己情報」という。）と特定し、３月１０日付け自己情報については「「３．２月２

３日（火）話し合い時（録音データより） ②母の訴えと食い違うこと」の一部は、

開示請求者以外の特定の個人に関する情報であるため開示できません。」及び「「５．

学校として ①」、「②」及び「③」については、開示請求者以外の特定の個人に関す

る情報及び、小学校内部の情報であって未成熟な情報であることから保護者等に混乱

を生じさせるおそれがある情報を含むとともに、当該情報を開示することにより、学

校と保護者等との信頼関係を損ない、小・中学校での支援教育に著しく支障を及ぼす

情報であるため開示できません。」と、３月１６日付け自己情報については「「３．学

校長の見解 ②」、「④」及び「⑦」については、学校側の所見等に関する情報が記載

されており、当該情報を開示することにより、学校と保護者等の信頼関係を損ない、

小・中学校での支援教育に著しく支障を及ぼすおそれがあるため開示できません。」と

の理由を付して２件の自己情報部分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、審

査請求人に通知した。 

３ 審査請求 

審査請求人は、平成３０年５月１１日、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）の定めるところにより、同法第９条第１項に規定する審査庁
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である豊中市教育長（以下「審査庁」という。）に対しそれぞれ２件の審査請求（以下

「本件審査請求」という。）を行った。 

４ 審査会への諮問 

 審査庁は、本件審査請求について、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第３９条の規定に基づき審理手続を併合し、平成３０年６月１

５日、条例第５２条第１項の規定に基づき豊中市情報公開・個人情報保護審査会（以

下「審査会」という。）に諮問した。 

 

第三 審査請求の趣旨 

 本件処分のうち、不開示の部分を取り消し、その開示を求める。 

 

第四 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人の主張の要旨は、審査請求書、反論書及び再反論書並びに口頭意見陳述の

内容をまとめると以下のとおりである。 

 １ ３月１０日付け自己情報について 

  ① 今後学校側と信頼関係を築くにあたって、不開示がある事により、自己情報の内

容が不明確となることにより、不信感を抱くこととなるので、全ての不開示が不適

当である。 

  ② 特定の個人名のみ非開示とすれば、文章内容開示では特定個人が識別されること

にはならない。 

  ③ 個人の識別と支援教育に支障を及ぼすこととは、全く関係がないことである。 

  ④ 今回の事案を開示することと、今後同様の場においても公開することが前提とな

ることは全く関係ない。教育委員会の都合である。 

  ⑤ 未成熟な情報が誤解される内容と考えているのであれば、全開示して誤解のない

内容に訂正を求める。 

  ⑥ 学校側の事実認定とは何であるのか。事実にない事が報告されているならば、全

開示して訂正を求める。 

  ⑦ 現在開示されている部分でも不明確で誤った内容がある。不開示部分にも不明確

や誤った内容が記載されているのであれば全開示することで確認できる。 

  ⑧ 当方も保護者である。学校と保護者等との信頼を損ない、支援教育に著しく支障

を及ぼすおそれがあるため不開示としたとする主張は、矛盾している。 

２ ３月１６日付け自己情報について 

  ① 今後学校側と信頼関係を築くにあたって、不開示がある事により、自己情報の内

容が不明確となることにより、不信感を抱くこととなるので、全ての不開示が不適

当である。 

  ② 開示されている部分でも虚偽の内容があり、全開示にして確認し、誤った内容や
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憶測に対して訂正を求める。 

  ③ 今回の事案を開示することと「公開とすることが前提となり」とは全く関係ない。

教育委員会の都合である。 

  ④ 「小中学校での支援教育に著しく支障を及ぼすおそれ」の内容とは何であるのか。 

  ⑤ 全開示されなければ内容が不明確となり学校側への信頼関係は築けない。 

  ⑥ 当方も保護者である。学校と保護者等との信頼を損ない、支援教育に著しく支障

を及ぼすおそれがあるため不開示としたとする主張は、矛盾している。 

 

第五 実施機関の主張の要旨 

実施機関の主張の要旨は、弁明書、再弁明書及び再々弁明書並びに意見書並びに口頭

意見陳述の内容をまとめると以下のとおりである。 

 １ ３月１０日付け自己情報について 

① 当該報告書における「２月２３日（火）話し合い時（録音データより）」及び「学

校として」では、他の情報と照合することにより、審査請求人以外の特定の個人を

識別することができる情報が報告されている。本件不開示情報の開示は、審査請求

人以外の特定の個人の識別につながる。 

  ② 本件不開示情報の開示は、審査請求人以外の特定の個人の識別につながり、今後、

学校と保護者等との信頼関係を損なうことや、小・中学校での支援教育に著しく支

障を及ぼすおそれがある。 

  ③ 当該報告書における「学校として」では、審査請求人以外の保護者からの率直な

意見や、当該児童及び審査請求人に対する見立てとして小学校内部の未成熟な情報

が報告されている。本件不開示情報を開示することは、今後、同様の場においても

公開することが前提となり、審査請求人以外の保護者等との率直な意見交換が不当

に損なわれるおそれや、未成熟な情報があたかも確定した情報と誤解されて保護者

等に混乱を生じさせるおそれがある。 

  ④ 当該報告書における「２月２３日（火）話し合い時（録音データより）」では、学

校側の事実認定と審査請求人の訴えに相違があることが報告されている。本件不開

示情報を開示することは、今後、将来の同種の事務又は事業においても公開するこ

とが前提となり、学校と保護者等の信頼関係を損ない、教育活動に著しく支障を及

ぼすおそれがある。 

  ⑤ 小中学校における支援教育とは、さまざまな課題を抱えた子どもたち一人ひとり

のニーズに適切に対応していくことである。本件自己情報が記載された行政文書は、

当該支援教育の視点に立った担任や学校長、関係者等の所見といった情報を含んで

いることから、小中学校における支援教育に関する行政文書である。 

  ⑥ 開示しないことにより審査請求人が学校等に対し不信感を持ち信頼関係を損なう

旨の主張は、豊中市個人情報保護条例上、本件自己情報を開示すべきか否かの判断
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には影響しないものである。 

 

 ２ ３月１６日付け自己情報について 

  ① 当該報告書における「学校長の見解」では、学校側の事実認定と審査請求人の訴

えに相違があることや、今後学校長が予想する懸念が報告されている。本件不開示

情報を開示することは、今後、将来の同種の事務又は事業においても公開すること

が前提となり、学校と保護者等の信頼関係を損ない、小・中学校での支援教育に著

しく支障を及ぼすおそれがある。 

  ② 本件不開示情報の内容は、「学校長の見解」に関する記載であり、学校長の推測や

考えに基づく学校側の所見等に関する情報が含まれている。これは、当時学校長よ

り審査請求人にすべてを伝えているものではない。そのため、本件不開示情報の開

示は、学校と保護者等の信頼関係を損ない、小・中学校での支援教育に著しく支障

を及ぼすおそれがあるものである。 

  ③ 審査請求人の学校への不信感、信頼関係の有無などは、本件自己情報を開示すべ

きか否かの判断には影響しないものである。 

  ④ 本件自己情報を開示することにより、学校と保護者等との信頼関係を損ない、小

中学校における支援教育に著しく支障を及ぼすおそれがあることから開示できない

のであって、開示しないことにより審査請求人が学校等に対し不信感を持ち信頼関

係を損なう旨の主張は、豊中市個人情報保護条例上、本件自己情報を開示すべきか

否かの判断には影響しないものであるから、弁明書の内容と矛盾するという審査請

求人の主張は失当である。 

 

第六 審査会の判断 

 １ 本件自己情報について 

① ３月１０日付け自己情報について 

    ３月１０日付け自己情報は、審査請求人から訴えのあった問題事案（以下「本件

事案」という。）に関して学校長が作成した報告書であり、当該報告書は、「経過」、

「２月２３日（火）話し合い時の母の主訴」、「２月２３日（火）話し合い時（録音

データより）」、「２月２３日（火）校長より」、「学校として」から構成されている。 

② ３月１６日付け自己情報について 

  ３月１６日付け自己情報は、審査請求人から訴えのあった本件事案に関して、学

校長が平成２８年（２０１６年）３月１０日付けで児童生徒課長へ提出した報告書

の追加として作成した報告書であり、当該報告書は、「事案の概要」、「事案の経過」、

「保護者からの訴えの経過」、「学校長の見解」、「今後の対応について」から構成さ

れている。 

２ 条例の基本的な考え方 
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 条例は、実施機関の保有する自己情報の開示を請求することができること及び開示

請求を受けた実施機関は条例第２０条各号に規定する不開示情報に該当する場合を除

き、当該開示請求に係る自己情報を開示しなければならないことを定めている。 

 条例第２０条第２号では、「開示請求者以外の個人に関する情報（中略）であって、

当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより，開示請求者以外の

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開示請求者以外の特

定の個人を識別することはできないが，開示することにより，なお開示請求者以外の

個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を不開示情報と規定している。 

 次に、条例第２０条第５号では、「市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情

報であって，開示することにより，（中略）当該事務又は事業の性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報としている。 

３ 本件審査請求に係る条例第２０条各号該当性の判断 

当審査会は、本件自己情報について実施機関に対し提出を求め、インカメラにより

審理を行った。 

以下本件自己情報に係る不開示情報部分（以下「本件不開示情報」という。）の条例

第２０条各号該当性について検討する。 

① ３月１０日付け自己情報関係 

ア 「３．２月２３日（火）話し合い時（録音データより） ②母の訴えと食い違う

こと」の一部及び「５．学校として ③」の３行目及び４行目について 

条例第２０条第２号に規定する「他の情報」には、学校内という特殊な関係に

ある者だけが知りえる情報も含まれると解され、そのような他の情報との照合も

念頭に置いたときには、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情

報が含まれていることが認められるため、同号に該当するものであり、不開示と

することが相当である。 

イ 「５．学校として ①及び②」について 

本件事案に関して、当該児童及び審査請求人に対する学校側の所見が記載さ

れていることが確認される。 

本件自己情報が記載された行政文書は、実施機関である教育委員会事務局児

童生徒課が、豊中市教育委員会事務分掌規則第１１条に基づき、学校教育に係

る相談として〇〇〇小学校長より報告されたものであり、支援教育の視点に立

った担任や学校長、関係者等の所見といった情報を含むものである。 

これらの情報は、発生した問題事案の解決に向けて、実施機関が報告内容を

把握し、適切に対応していくに当たっての重要な情報資源となるべきものであ

るところ、これらの情報を開示することが前提になると、今後小・中学校にお

いて同種の問題事案が発生した際に、学校が、学校に対する誤解や不信感を保
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護者が抱き無用の反発が起こることを避けるため、開示されることを前提に無

難な内容の記載に走り、正確かつ率直な所見を報告書に記載することを躊躇す

るようになることが想定される。 

その結果として、ありのままの記載を前提とする報告書として本来具備すべ

き効用が著しく毀損されることにより、当該同種の問題事案に対する効果的な

対応に著しい支障を及ぼすおそれがあることが認められる。 

よって、これらの情報は条例第２０条第５号に該当するものであり、実施機

関が主張する「未成熟な情報があたかも確定した情報と誤解されて保護者等に

混乱を生じさせるおそれ」である同条第４号該当性その他の主張について判断

するまでもなく不開示とすることが相当である。 

ウ 「５．学校として ③」について 

本件事案に関して、審査請求人以外の保護者から収集した率直な意見が記載

されていることが確認される。 

通常、実施機関は、保護者からの意見収集等を通じて、問題事案に関して多

角的な分析を行い、当該問題事案の解明及び対応を行うことが想定されるとこ

ろ、実施機関が問題事案に関して収集すべき情報は、忌憚のない率直な意見で

あることが望ましく、実際に３月１０日付け自己情報にはそのような意見が記

載されているといえる。 

しかしながら、発言内容が開示されることが前提になると、実施機関から問

題事案について意見を求められた保護者等は、当該意見が開示されることを斟

酌して、率直な意見を開陳することを躊躇するようになることが想定される。 

そうすると、実施機関は、今後小・中学校において同種の問題事案が発生し

た際に、保護者から有用な情報を収集できなくなり、ひいては当該問題事案の

解明と効果的な対応に著しい支障を及ぼすおそれがあることが認められる。 

よって、これらの情報は、条例第２０条第５号に該当するものであり、実施

機関が主張する「未成熟な情報があたかも確定した情報と誤解されて保護者等

に混乱を生じさせるおそれ」である同条第４号該当性その他の主張について判

断するまでもなく不開示とすることが相当である。 

② ３月１６日付け自己情報関係 

「３．学校長の見解 ②、④及び⑦」について 

本件事案に関して、当該児童及び審査請求人に対する学校長の見解が記載されて

いることが確認される。 

これらの情報は、上記①イで述べたように、発生した問題事案の解決に向けて、

実施機関の重要な情報資源となるものであり、これらの情報を開示することが前提

になると、今後同種の問題事案が発生した際に、職員が問題事案の当事者との関係

が悪化することをおそれて、率直な見解を報告書に記載することについて躊躇する
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ようになることが想定され、当該問題事案に効果的な対応を行うに当たって、著し

い支障を及ぼすおそれがあることが認められる。 

よって、これらの情報は条例第２０条第５号に該当するものであり、不開示とす

ることが相当である。 

４ その他 

審査請求人は、審査請求書等において、今後学校側と信頼関係を築くにあたって、

不開示がある事により、自己情報の内容が不明確となって、不信感を抱くこととなる

ので、全ての不開示が不適当である旨や学校の管理下で起きた事故について再度教職

員の教育と保護者への信頼関係を取り戻す努力を求めるためにも本件自己情報を開示

すべき旨等を主張しているが、これらの主張は、条例上情報の開示又は不開示につい

て左右するものではないため、審査会の判断に影響を及ぼすものではない。 

５ 結論 

 以上のことから、審査会は上記「第一 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 

  令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会 

会  長  塩 川   茂 

 

委  員  加 藤 幸 江 

 

委  員  中 川 丈 久 

 

委  員  前 田 雅 子 

 

委  員  塩 野 隆 史 
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豊 情 個 審 答  申 第 ５５ 号 

令和元年(2019 年)６月２８日  

 

豊中市長  

長 内  繁  樹 様  

 

 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会  

会 長  塩  川  茂  

 

 

豊中市情報公開条例の規定に基づく行政文書部分開示決定処分

について（答申）  

 

 平成３０年１０月１６日付け諮問第４５号により諮問を受けた豊中市情報公

開条例に基づく行政文書の開示請求に係る取扱いについて、別添のとおり答申

します。  
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第一 審査会の結論 

 豊中市長が行った、「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果報告書【百貨店、

マーケット、その他の物品販売業を営む店舗】４ ○○（○○の南側の一部を含む）の

部分」に係る行政文書部分開示決定は、妥当である。 

 

第二 審査請求の経過 

１ 開示請求 

審査請求人は、平成３０年８月１日、豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例

第２８号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、条例第２条第１号に

規定する実施機関である豊中市長（以下「実施機関」という。）に対し、行政文書の名

称又は内容を「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果報告書の内（百貨店、

マーケット、その他の物品販売業を営む店舗４番○○（○○の南側の一部を含む））」

とする開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

２ 実施機関の決定 

実施機関は、平成３０年８月８日、本件開示請求に係る行政文書を「要緊急安全確

認大規模建築物の耐震診断の結果報告書【百貨店、マーケット、その他の物品販売業

を営む店舗】４ ○○（○○の南側の一部を含む）の部分」（以下「本件行政文書」と

いう。）と特定し、「開示請求のあった上記書類のうち、診断者の氏名及び資格番号等

は個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるため開示できません。 

また、上記書類に押印された申請者や代理者の印影や、設計に係る平面図や断面図

等の図書は、当該法人に関する情報であって、公にすることにより当該法人の権利、

競争上の地位、その他正当な利益を明らかに害すると認められるため開示できません。 

また、構造計算に係る構造伏図や軸組図等の図書は、公にすることにより設計者の

競争上の地位が損なわれると認められるため開示できません。」との理由を付して、行

政文書部分開示決定（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。 

３ 審査請求 

審査請求人は、平成３０年９月７日、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）の定めるところにより、同法第９条第１項に規定する審査庁

である豊中市長（以下「審査庁」という。）に対し審査請求（以下「本件審査請求」と

いう。）を行った。 

４ 審査会への諮問 

 審査庁は、平成３０年１０月１６日、条例第１８条第１項の規定に基づき豊中市情

報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に、本件審査請求について諮

問した。 

 

第三 審査請求の趣旨 
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 本件処分を取り消し、開示を求める。 

 

第四 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人の主張の要旨は、審査請求書、反論書及び口頭意見陳述の内容をまとめる

と以下のとおりである。 

１ 図面等は現に存在する建物のものであり、誰の正当な利益も害するものではないし、

テナント、ビル利用者の生命又は財産を保護するためにも公にする必要がある。 

また、現に存在する建物の図面であるから、国等の審議に影響しない。 

そのため、不開示の理由は存在しない。 

図面関係が開示されなければ、テナント、ビル利用者の安全に関する詳細な検討が

できない。 

２ 弁明書によれば、審査庁は条例第７条第２号該当の理由として、①平面図や断面図

は、当該法人に関する情報であって、バックヤード部分等が記載されており、防犯上

の観点等から、公にすることにより、法人の正当な利益を明らかに害する。②弁明書

別紙１に掲げる文書（構造詳細図、耐震診断評価報告書）は、公にすることにより、

他の技術者に設計上の技術的ノウハウが知られることなどから、当該図書の作成者の

法人の競争上の地位が損なわれる。の２点を挙げている。 

①について、審査庁は防犯上の観点「等」と記載するが、本件処分の非開示理由の

立証責任は処分庁にあり、具体的な理由が示されていない以上、「等」を根拠とするこ

とはできず、あくまでも防犯上の観点のみを理由とすれば足りる。 

また、防犯上の観点という指摘については、そもそも誰の防犯上の観点なのかその

主体が明記されていない。また、どのような防犯上の問題なのかも具体的に説明がさ

れていない。よって、弁明書の説明は極めて不十分であり、本件処分が適正であるこ

との説明になっていない。 

建物の防犯は、鍵の種類の他、センサーや感知器、通報機器により構成されるもの

であり、平面計画によって構成されるものではない。 

建物所有者の防犯上の観点、具体的には建物利用者の安全という意味においては、

建物の構造的安全性を維持し、適切に建物を維持管理し、警備員の配置等でトラブル

を回避することで防犯上の問題が解消されるものであり、平面図や断面図を非公開と

する根拠にはならない。 

さらに、建物内への不審者の侵入防止という観点からすると、建物自体広く一般に

開放されており、誰でも立ち入り可能であることから、平面図や断面図を非公開にし

ても侵入防止にはつながらない。 

防犯の観点以外としては、平面図や断面図は法人の情報ではなく建物固有のもので

所有者が変更されても継続的にそのまま利用される性質のもので何ら法人の不利益に

はならない。 
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３ ②については、当該図書の作成者の法人の競争上の地位が損なわれるとの説明は、

競争上の地位が何を意味するのか不明であり、非開示理由にならない。 

建物の現所有者が市に提出している書類は、現所有者が作成したものではないため、

現所有者にとって開示の不利益は一切ない。 

また、別紙１の書類は、作成者から転々と譲渡されたうえで現所有者に帰属してい

るのであるから、技術的ノウハウも譲渡の過程で開示されており、作成者のノウハウ

が侵害されることはない。むしろ、開示されることにより検証が可能となり、テナン

トビル利用者の生命及び財産を保証することにつながるため、積極的に開示すべきで

ある。 

さらに、設計上の技術的ノウハウについては、平成が終わろうとしている今、昭和

時代の建物にどのような技術的価値があるのかはなはだ疑問である。仮にあるとして

も文化遺産的若しくは芸術的価値であるが、当該建物は単なる古い商業施設に過ぎな

い。 

 

第五 実施機関の主張の要旨 

実施機関の主張の要旨は、弁明書、再弁明書及び口頭意見陳述の内容をまとめると、

次のとおりである。 

１ 以下の点から本件行政文書は条例第７条第２号に該当するため、不開示とした。 

① 本件行政文書のうち、平面図や断面図は、当該法人に関する情報であって、バッ

クヤード部分等が記載されており、防犯上の観点等から、公にすることにより、法

人の正当な利益を明らかに害すると認められる。 

② また、別紙１に掲げる図書は、公にすることにより、他の事業者に設計上の技術

的ノウハウが知られることなどから、当該図書の作成者の法人の競争上の地位が損

なわれると認められる。 

２ 防犯上の観点とは、建物所有者及びテナントのための防犯上の観点によるものであ

り、具体的には、不審者の侵入による盗難、放火等の犯罪を防止することを意図して

いるものである。 

また、建物の防犯は鍵の種類の他、センサーや感知器、通報機器でのみ構成される

ものではなく、平面図には、建物関係者以外は通常知り得ない電気室、宿直室、ロッ

カー室などのバックヤード部分が記載されており、この情報をもとに不審者の侵入や

盗難といった犯罪が行われるリスクがある。 

また、建物の構造的安全性や維持管理は、防犯には直接関係がない。バックヤード

部分等の平面構成を外部に知られることは、不審者の侵入等の犯罪につながるため平

面図などを不開示とする必要がある。 

当該建物にはバックヤード部分等広く一般に開放されていない部分が存在している。

バックヤード部分等の平面構成を不開示とすべき理由については前述のとおりである。 
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さらに、平面図や断面図は、建物の所有者が変更されれば、変更後の所有者の情報

となる。 

３ 審査請求人は建物の現所有者が市に提出している書類は、現所有者が作成したもの

ではないことをもって、現所有者にとって開示の不利益は一切ない旨主張するが、こ

れらの書類は、現所有者が相応の対価を払い取得した書類であり、第三者に対して開

示すれば、これらを入手した第三者はほとんど労力をかけずに活用することも可能と

考えられるため、現所有者の不利益となる。 

また、建物の譲渡により旧所有者から現所有者に設計図書が引き継がれたとしても、

その内容を第三者に公にしたわけではなく設計図書を公開してよい理由にはならない。 

さらに、審査請求人は開示することによって耐震診断の検証が可能となり、テナン

ト、ビル利用者の生命及び財産を保護することにつながる旨主張するが、耐震診断結

果報告書等の内容を検証し、建物の安全性を確保すべく必要な補修等を検討すること

は、建物所有者が自らの責任において実施すべきことであり、第三者が実施するもの

ではない。なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令

第２８号）第２２条において、耐震診断に係る建築物の位置、用途、概要、点検結果

といった公表すべき事項が規定されており、これらの事項は、市が適切に公表してい

る。 

また、建築物の建築に際して設計者は、建築物の機能性、意匠性、経済性等の様々

な条件を考慮し、創意と工夫をこらして設計図面等を作成する。構造図は、設計者が

意匠図をもとに建物用途や敷地条件、予算、工期などの種々の条件をもとに、建築基

準関係規定に適合し、地震や風力などの振動及び衝撃に耐えうる耐震性能を確保した

合理的な構造を考案し、まとめたものである。 

このように、構造図その他の設計図書は、設計者がその知識と技能を駆使し、創意

と工夫をこらして作成したものであり、そこに記録されている情報には設計者の技術

的ノウハウが含まれていると考えられるものである。 

設計者の技術的ノウハウは、審査請求人が主張するように特に先進的な建物の場合

のみに認められるものではなく、一般的な建物においても、設計者が個々の建築物に

応じて自らのノウハウを駆使して設計しているのであるから、尊重されるべきもので

ある。 

そのため、構造図は、開示すると他の事業者等に設計上の技術的ノウハウが知られ

ることとなり、設計者である法人の事業活動が損なわれるとともに、権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、不開示とすべき情報である。 

また耐震診断結果報告書についても、上記構造図等をもとに、耐震診断を行った建

築士である設計者が現況を調査し、自らの知見をもとに診断を行った図書であるから、

そこに記録されている情報には設計者の技術的ノウハウが含まれており、上記と同様

に不開示とすべき情報である。 
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第六 審査会の判断 

１ 本件行政文書について 

  建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）附則第３条第１

項は、「要緊急安全確認大規模建築物の所有者は当該要緊急安全確認大規模建築物につ

いて、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならない。（抜粋）」

と規定している。本件行政文書は、この規定に基づき、建物所有者が建築物の耐震診

断の結果について、平成２８年１月１４日に当市に報告した文書である。 

２ 条例の基本的な考え方 

 条例は、市民の行政文書に対する開示請求権を保障するとともに、豊中市がその諸

活動について説明責任を有し、それを果たすべきであるとの基本的な考え方を示して

いる。 

 条例第７条では、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書

に不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政

文書を開示しなければならない」と規定し、行政文書の開示請求に対しては、原則と

して全部開示すること、及び開示しない場合としては、同条各号で定める不開示情報

が記録されているときに限られることを示している。 

 条例第７条第２号では、「法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及

び地方独立行政法人その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関する情報

又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法

人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認めら

れるもの」を不開示情報と規定している。 

また、同号ただし書では、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にす

ることが必要であると認められる情報」を不開示情報から除外している。  

３ 本件審査請求に係る条例第７条第２号該当性の判断 

実施機関の主張の要旨は、本件不開示部分の内容が条例第７条第２号に該当するた

め当該部分を不開示としたというものである。そこでまずは、条例第７条第２号本文

の該当性について検討する。 

条例第７条第２号は、上述のとおり法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該

事業に関する情報のそれぞれの不開示情報としての要件を定めた規定である。この規

定は、生産技術上または営業上のノウハウ等の公正な競争の原理を侵害すると認めら

れる情報については不開示とすることがその趣旨である。また、これに加え、事業を

営む者に対する名誉侵害等必ずしも競争の概念でとらえられない利益についても保護

することをその趣旨とする。 

（１）第五の１①及び２の主張について 

実施機関は、本件不開示部分について、防犯上の観点等から、公にすることにより、

法人の正当な利益を明らかに害すると認められると主張する。防犯上の観点とは、具

37



 

 

体的には、不審者の侵入による盗難、放火等の犯罪の防止を意図するものである。実

施機関がこのように考える理由は、平面図には、建物関係者以外は通常知り得ない電

気室、宿直室、ロッカー室などのバックヤード部分が記載されており、この情報をも

とに不審者の侵入や盗難といった犯罪が行われるリスクがあるためと説明する。  

この点、本件不開示部分を開示すると、各部屋に通じる通路等が明らかとなるので、

部外者の不法侵入など犯罪を誘発するおそれがあると認められる。よって、これらの

情報は、条例第７条第２号に該当する。 

（２）第五の１②及び３の主張について 

実施機関は、本件不開示部分については、公にすることにより、他の事業者に設計

上の技術的ノウハウが知られることなどから、当該図書の作成者の法人の競争上の地

位が損なわれる旨主張する。この理由として、実施機関は、構造図その他の設計図書

は、設計者がその知識と技能を駆使し、創意と工夫をこらして作成したものであり、

そこに記録されている情報には設計者の技術的ノウハウが含まれていると考えられ、

特に先進的な建物の場合のみに認められるものではなく、一般的な建物においても、

設計者が個々の建築物に応じて自らのノウハウを駆使して設計しているのであるから、

尊重されるべきものであると説明する。 

この点、本件不開示部分を開示すると、当該設計図を作成した法人のアイデアやノ

ウハウが明らかとなるので、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると認められる。よって、これらの情報は、条例第７条第２号に該当す

る。 

４ 本件審査請求に係る条例第７条第２号ただし書該当性の判断 

次に、条例第７条第２号ただし書該当性について検討する。同号ただし書は上述の

とおり、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である

と認められる情報」を不開示情報から除外するというものである。 

審査請求人は、開示によって、テナント、ビル利用者の生命及び財産を保護するこ

とにつながる旨主張する。これに対して実施機関は、耐震診断結果報告書等の内容を

検証し、建物の安全性を確保すべく必要な補修等を検討することは、建物所有者が自

らの責任において実施すべきことであり、第三者が実施するものではないと主張する。 

この点、テナント、ビル利用者の生命及び財産を保護するために建物の安全性を確

保すべく必要な補修等を検討・実行することは、建物所有者自身が自らの責任におい

て行うべきことであり、本件行政文書の開示と関連するものではない。よって本件審

査請求に係るこれらの情報は条例第７条第２号ただし書に該当するとは認められない。 

５ 結論 

以上のとおり本件不開示部分は条例第７条第２号に該当し、同号ただし書に該当す

るものではないので、審査会は上記「第一 審査会の結論」のとおり判断する。 
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  令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

 

豊中市情報公開・個人情報保護審査会 

会  長  塩 川   茂 

 

委  員  加 藤 幸 江 

 

委  員  中 川 丈 久 

 

委  員  前 田 雅 子 

 

委  員  塩 野 隆 史 
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Ⅳ．情報提供の運用状況 

 

(1) 情報提供の運用の経過 

①利用者の推移       （人） 

区   分 平成３０年度まで 令和元年度 合   計 

利 用 者 数 １３１，９５１ ２，２６６（-３６４） １３４，２１７ 

＊ （ ）内の数字は、前年比を示す。以下の表についても同様。 

 

○ 市政情報コーナーは、平成元年１０月の公文書開示等制度（現行政文書開示制度）と個人情

報保護制度の実施にあわせて設置され、これらの制度の総合窓口として開示請求の受付などを行

うとともに、各主管課で作成し、当コーナーへ送付された市政に関する資料や、当コーナーで収

集した刊行物等を中心として市民の皆さまに情報提供を行っています。また、車椅子等でお越し

になる方にとっても利用しやすいよう書架等を配置しています。 

設置当時は、その保有する行政資料等が少なかったことや当コ－ナ－があまり知られていなか

ったため利用者は限られていましたが、広報誌等を通じた広報活動や行政資料等収集資料の充実

（市政資料４，８１７冊、他の行政資料等６，８４７冊保有）により、市民の皆さまのご利用も

増えてきました。 

市政情報コーナーのほか、図書館など市内１８ヶ所の施設に設置する市政資料展示コーナー

や、市ホームページにおいても情報提供を行っています。 

最近では、市ホームページに掲載する情報の充実などにより、市政情報コーナーの利用者数は

減少傾向にあり、令和元年度の利用者数は、２，２６６人（前年比３６４人の減、１ヶ月当たり

約１８９人）となっています。 

 

②利用内容の推移         （件） 

区   分 平成 30年度まで 令和元年度 合   計 

閲   覧 109,616 2,526 ( -114) 112,142 

視   聴 2,922 27 ( -25) 2,949 

複   写 58,671 2,117 ( -203) 60,788 

提   供 55,527 54 ( -11) 55,581 

相   談 18,303 64 ( -164) 18,367 

販   売 3,951 16 ( 2) 3,967 

合   計 248,990 4,804 ( -515) 253,794 

＊ 視聴、販売は、平成７年度から分類。 

 

○ 市政情報コーナーでは、保有資料の閲覧や複写、提供のほか、市政に関する情報の相談や

案内も行っています。また、市が制作した映像やＣＡＴＶのコミュニティチャンネル等の映像

情報の視聴、豊中市をはじめ国や他の地方公共団体等のホームページも閲覧できます。そのほ

か、市史資料集等、有料頒布資料の販売も行っています。 
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(2)利用内容と利用者の内訳

（件） （人）

月 閲  覧 視  聴 複  写 提  供 相  談 販  売 計 個  人 法  人 計

4 252 3 200 0 2 2 459 14 191 205

5 223 2 203 0 3 4 435 19 189 208

6 237 5 204 0 8 2 456 19 187 206

7 245 1 203 4 6 0 459 32 172 204

8 178 2 158 12 12 0 362 28 145 173

9 201 4 176 3 6 2 392 18 176 194

10 179 1 162 6 7 0 355 32 145 177

11 191 1 153 9 6 0 360 31 152 183

12 174 3 163 0 0 1 341 18 138 156

1 205 1 179 12 5 0 402 20 165 185

2 178 2 148 4 4 4 340 19 147 166

3 263 2 168 4 5 1 443 21 188 209

計 2,526 27 2,117 54 64 16 4,804 271 1,995 2,266

(3)保有資料の複写状況（行政文書開示等によるものを含む。）

月 月 数量（個） 収入額(円)

4 4 50 8,500

5 5 27 4,590

6 6 14 2,380

7 7 5 850

8 8 4 680

9 9 11 1,870

10 10 2 340

11 11 8 1,360

12 12 3 510

1 1 1 170

2 2 2 340

3 3 4 680

計 計 131 22,270

23,475

28,848

17,327

865

1,603

3,524

159

163

173

35,146

18,108

21,055158 1,150

194 2,224

192 987

189 6,417

（電磁的記録）

41,694

15,245

146 1,136

2,025 33,485 511,229

71,301

163 2,888

148 803

42,863

88,951

148

1,706

   利  用  者

 取扱件数（件）  複写枚数（枚） 収入額（円）

192 10,182 107,216

利  用  内  容
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 (4) 有料頒布資料の販売状況

№ 資　　　料　　　名 主管課名 単価(円） 販売数（冊） 金額（円）

1 市史研究とよなか（第１・２号） 行政総務課 1,000 0 0

2 豊中市史資料集 〃 1,200 4 4,800

3 豊中市史（集落・都市） 〃 7,500 1 7,500

4 豊中市史（自然） 〃 9,000 0 0

5 豊中市史（古文書・古記録） 〃 7,800 0 0

6 豊中市史（学校教育） 〃 8,800 0 0

7 豊中市史（民俗） 〃 7,900 0 0

8 豊中市史（社会教育） 〃 7,300 0 0

9 豊中市史（社会経済） 〃 8,500 0 0

10 豊中市史（考古） 〃 7,800 1 7,800

11 豊中市史（美術） 〃 8,000 0 0

12 豊中市史（通史１） 〃 9,200 1 9,200

13 豊中市史（通史２） 〃 8,500 2 17,000

14 豊中市文書館史料集 〃 1,000 1 1,000

15 第４次豊中市総合計画 経営計画課 1,300 3 3,900

16 豊中市住居表示白全図 市民課 200 0 0

17 第２次都市計画マスタープラン 都市計画課 1,000 1 1,000

18 豊中都市景観形成マスタープラン(推進編) 〃 1,200 0 0

19 豊中都市景観形成マスタープラン(計画編) 〃 1,300 0 0

20 まちなみづくりの手引き(建築物・工作物・開発行為編) 〃 400 0 0

21 まちなみづくりの手引き(公共施設編) 〃 200 0 0

22 まちなみづくりの手引き(屋外広告物編) 〃 200 0 0

23 とよなか歴史・文化財ガイドブック 社会教育課 500 3 1,500

17 53,700小　　　　　　　　　　　　計
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№ 資　　　料　　　名 主管課名 単価(円) 販売数(冊) 金額(円)

24 ＴＯＹＯＮＡＫＡ　ビジョン２２　Ｖｏｌ．２０
とよなか都市
創造研究所

1,000 0 0

25 ＴＯＹＯＮＡＫＡ　ビジョン２２　Ｖｏｌ．２１ 〃 1,000 0 0

26 ＴＯＹＯＮＡＫＡ　ビジョン２２　Ｖｏｌ．２２ 〃 1,000 0 0

27 データブック　とよなか 〃 500 0 0

28
少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関
する調査研究 （Ⅲ）

〃 500 0 0

29 豊中市の財政構造に関する調査研究 〃 500 0 0

30 豊中市の財政構造に関する調査研究（Ⅱ） 〃 500 0 0

31
豊中市・沖縄市の都市間交流の新たな展開に関する調査
研究

〃 500 0 0

32 総合計画等の見直しにかかる基礎調査 〃 500 0 0

33 公共データの活用のあり方に関する調査研究 〃 500 0 0

34 南部地域の活性化に向けた調査研究（Ⅰ） 〃 500 0 0

35 南部地域の活性化に向けた調査研究（Ⅱ） 〃 500 0 0

36 豊中市の経済構造分析に関する調査研究 〃 500 0 0

37 豊中市民の生活の質に関する調査研究 〃 500 0 0

38 豊中市の単身世帯の生活に関する調査結果（Ⅰ） 〃 500 0 0

39 豊中市の地域自治組織に関する調査研究 〃 500 0 0

0 0

17 53,700

小　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　計
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(5) 情報提供されている主な資料と利用状況

分　類 主　な　資　料　名 ３０年度まで 元年度 合　計

( 38.6% ）( 13.0% ）( 38.1% ）

96,167 625 96,792

( 2.1% ）( 0.2% ）( 2.0% ）

5,144 8 5,152

( 0.7% ）( 0.0% ）( 0.7% ）

1,804 0 1,804

( 13.8% ）( 20.2% ）( 14.0% ）

34,460 971 35,431

産業・労働 ( 1.7% ）( 0.0% ）( 1.7% ）

市 民 生 活 4,282 0 4,282

( 3.9% ）( 2.1% ）( 3.9% ）

9,707 102 9,809

( 4.3% ）( 0.4% ）( 4.2% ）

10,585 20 10,605

( 19.4% ）( 60.3% ）( 20.2% ）

48,254 2,895 51,149

( 2.3% ）( 1.2% ）( 2.2% ）

5,609 59 5,668

( 4.5% ）( 2.1% ）( 4.5% ）

11,272 102 11,374

( 0.7% ）( 0.1% ）( 0.7% ）

1,817 5 1,822

( 1.7% ）( 0.2% ）( 1.7% ）

4,314 7 4,321

( 6.3% ）( 0.2% ）( 6.1% ）

15,575 10 15,585

合　　計　　 248,990 4,804 253,794

人権・文化
女性の意識調査報告書、国際化・文化化に関する意識調
査報告書、文化振興ビジョン、男女共同参画の推進状況
及び男女共同参画計画の実施について報告書

公 害
公害のあらまし、環境の現状と課題、自然環境ガイド、
大阪国際空港公害問題の概要、環境配慮指針

税 ・ 財 務
予算・決算説明書、予算の概要、議案、議案参考資料、
施政方針、市税概要、地番参考図、固定資産路線価図

そ の 他 法律書、雑誌その他

消費者買物行動調査結果報告書、くらしの豆知識、商工
概要、くらしから提案

福祉・保健
高齢者福祉計画・介護保険事業計画、健康づくり計画、
特定健康診査等実施計画、障害福祉計画、病院年報

環境・衛生
環境基本計画、ごみ減量計画、みどりの基本計画、地球
温暖化防止地域計画、とよなかのごみ施策

土木・建築
都市計画、都市景観形成マスタープラン、まちなみづく
りの手引き、庄内の各地区住環境整備計画、都市計画
図、認定道路網図、豊中市の自転車対策

上・下水道

（単位：件）

教育・文化

研究紀要、教育史資料、教育研究双書、フィールドガイ
ドとよなか、豊中の文化財、教育要覧、豊中の社会体
育、各遺跡資料、豊中の公民館、小・中学校校区図、豊
中の学校保健・学校体育

消防・交通
消防年報、とよなかの消防、豊中の交通事故、交通量調
査委託報告書

議 会
議会提要、市議会のうごき、市議会会議録，市政のしお
り、ミニ概要、議員名簿

上下水道事業年報、ほたるの飼育記録、猪名川流域下水
道資料、水道７０年史

行 政 一 般

各市統計書、国勢調査結果報告書、総合計画、人口等各
種統計、政策評価結果、市政概要、アーバンデザインマ
ニュアル、広報、市政年鑑、情報化計画、審議会等一覧
表、審議会等会議録
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(6) 配架されている主な資料 
 

 
区   分 主 な 資 料 名 

 

①市の刊行物 統計書、総合計画等各種計画書、市政年鑑、広報とよなか、市議会会議録、

教育委員会会議録、各種審議会会議録、市政概要、市勢要覧、市政のしお

り、新修豊中市史、豊中市史・市史資料、豊中市議会史、豊中市公告、予

算書、決算書、予算の概要、予算説明書、議案、議案参考資料、施政方針、

一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査意見書、年齢別男女別人口

（１歳、５歳、小・中学校区、町丁目別、町目別）、町丁目別人口・世帯、

推計人口、地域防災計画、各種調査報告書・年報、市機構図、小・中学校

区図、地形図、固定資産路線価図、都市計画図、住居表示図、アーバンデ

ザイン等各種指針、市税概要、教育研究紀要・教育史資料・教育研究双書、

郷土史資料、とよなかまっぷ 

②国の刊行物 国勢調査報告書（昭和３０年から）、地価公示、住宅統計調査報告書、事

業所統計調査報告書、日本統計年鑑 

③その他雑誌等 六法全書、自治六法、模範六法、自治用語辞典、法律解釈辞典、大型辞書、

情報誌、全国市町村要覧、地方行政、地方自治、都市問題、都市問題研究、

判例地方自治、ガバナンス、行政＆情報システム、路線価図（大阪府⑦）、

一般用語辞典 

（令和元年度） 
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 審議会等の会議の公開状況

 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

1 防災会議 附 属 機 関 危 機 管 理 課 0 0 公 開 0

2 国民保護協議会 附 属 機 関 危 機 管 理 課 0 0 公 開 0

3 男女共同参画苦情処理委員会 附 属 機 関 人 権 政 策 課 2 0
一 部
非 公 開

0

4 男女共同参画審議会 附 属 機 関 人 権 政 策 課 2 2 公 開 7

5
男女共同参画推進センター指定管理
者選定評価委員会

附 属 機 関 人 権 政 策 課 2 0
一 部
非 公 開

0

6 同和問題解決推進協議会 附 属 機 関 人 権 政 策 課 1 1
一 部
非 公 開

0

7 外国人市民会議 その他の会議 人 権 政 策 課 1 1 公 開 2

8
国際交流センター指定管理者選定評
価委員会

附 属 機 関 人 権 政 策 課 2 0
一 部
非 公 開

0

9 人権まちづくりセンター運営協議会 附 属 機 関 人 権 政 策 課 2 2 公 開 1

10
人権文化のまちづくりをすすめる協
議会

附 属 機 関 人 権 政 策 課 2 2
一 部
非 公 開

0

11
人権平和センター業務委託事業者選
定評価委員会

附 属 機 関 人 権 政 策 課 3 0
一 部
非 公 開

0

12 歴史的文化的文書審議会 附 属 機 関
総 務 部
行 政 総 務 課

1 1 公 開 0

13 行政不服審査会 附 属 機 関
総 務 部 法 務 ・
コンプライアンス

課
2 - 非 公 開 -

14
情報公開・個人情報保護運営委員会
(部会有）

附 属 機 関
総 務 部 法 務 ・
コンプライアンス

課
6 6

一 部
非 公 開

2

15 情報公開・個人情報保護審査会 附 属 機 関
総 務 部 法 務 ・
コンプライアンス

課
6 - 非 公 開 -

16 情報化計画策定評価委員会 附 属 機 関
総 務 部
情 報 政 策 課

2 2 公 開 0

17 特別職報酬等審議会 附 属 機 関
総 務 部
人 事 課

2 2 公 開 3

18 公務災害補償等認定委員会 附 属 機 関
総 務 部
職 員 課

4 - 非 公 開 -

19 公務災害補償等審査会 附 属 機 関
総 務 部
職 員 課

0 - 非 公 開 -

20 総合計画審議会（部会有） 附 属 機 関
都 市 経 営 部
経 営 計 画 課

6 6 公 開 3

Ⅴ. 会議公開制度の運用状況

令和2年3月31日現在
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

21
まち・ひと・しごと創生総合戦略委
員会

附 属 機 関
都 市 経 営 部
経 営 計 画 課

4 4 公 開 1

22 公共施設等有効活用委員会 附 属 機 関
都 市 経 営 部
創 造 改 革 課

2 2 公 開 2

23 公共事業再評価委員会 附 属 機 関
都 市 経 営 部
創 造 改 革 課

0 0 公 開 0

24 名誉市民選考委員会 附 属 機 関
都 市 経 営 部
秘 書 課

1 - 非 公 開 -

25 とよなか都市創造研究所運営委員会 附 属 機 関
都 市 経 営 部
と よ な か 都 市
創 造 研 究 所

3 3 公 開 1

26 豊中ブランド戦略審議会（部会有） 附 属 機 関
都 市 活 力 部
魅 力 創 造 課

4 3
一 部
非 公 開

2

27 文化芸術振興審議会（部会有） 附 属 機 関
都 市 活 力 部
文 化 芸 術 課

5 4
一 部
非 公 開

4

28
市民ホール指定管理者選定評価委員
会

附 属 機 関
都 市 活 力 部
文 化 芸 術 課

2 0
一 部
非 公 開

0

29 スポーツ推進審議会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
ス ポ ー ツ 振 興 課

2 2 公 開 3

30 体育施設指定管理者選定評価委員会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
ス ポ ー ツ 振 興 課

2 0
一 部
非 公 開

0

31 大規模小売店舗立地審議会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
産 業 振 興 課

1 1 公 開 0

32 産業振興審議会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
産 業 振 興 課

3 3 公 開 2

33 都市農業振興基本計画策定委員会 附 属 機 関
都 市 活 力 部
産 業 振 興 課

4 4 公 開 1

34 環境審議会（部会有） 附 属 機 関
環 境 部
環 境 政 策 課

6 6 公 開 3

35 環境保全審査会 附 属 機 関
環 境 部
環 境 政 策 課

2 2 公 開 0

36
環境交流センター指定管理者選定評
価委員会

附 属 機 関
環 境 部
環 境 政 策 課

0 0
一 部
非 公 開

0

37 廃棄物減量等推進審議会 附 属 機 関
環 境 部
減 量 計 画 課

2 2 公 開 1

38
公民連携手法による公共施設整備等
事業者選定委員会

附 属 機 関
財 務 部
施 設 課

0 - 非 公 開 -

39 市民公益活動推進委員会（部会有） 附 属 機 関
市 民 協 働 部
コミュニティ政策

課
11 8

一 部
非 公 開

0

40 消費生活審議会 附 属 機 関
市 民 協 働 部
く ら し 支 援 課

2 2
一 部
非 公 開

0
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

41 労働問題協議会 その他の会議
市 民 協 働 部
く ら し 支 援 課

0 - 非 公 開 -

42 個別労働関係紛争調査委員会 その他の会議
市 民 協 働 部
く ら し 支 援 課

1 - 非 公 開 -

43 労働会館運営委員会 その他の会議
市 民 協 働 部
く ら し 支 援 課

1 1 公 開 0

44
窓口関連業務委託事業者選定評価委
員会

附 属 機 関
市 民 協 働 部
市 民 課

4 0
一 部
非 公 開

0

45 民生委員推薦会 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

4 - 非 公 開 -

46 健康福祉審議会（部会有） 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

2 2 公 開 3

47 社会福祉審議会（部会有） 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

7 5
一 部
非 公 開

1

48 健康福祉サービス苦情調整委員会 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

5 - 非 公 開 -

49 火葬場指定管理者選定評価委員会 附 属 機 関
福 祉 部
地 域 共 生 課

4 0
一 部
非 公 開

0

50 障害者施策推進協議会（部会有） 附 属 機 関
福 祉 部
障 害 福 祉 課

7 4
一 部
非 公 開

8

51 障害者差別解消支援地域協議会 その他の会議
福 祉 部
障 害 福 祉 課

2 2 公 開 3

52 介護給付費等支給審査会　※１ 附 属 機 関
福 祉 部
障 害 福 祉 課

12 - 非 公 開 -

53
たちばな園指定管理者選定評価委員
会

附 属 機 関
福 祉 部
障 害 福 祉 課

5 0
一 部
非 公 開

0

54 障害者自立支援協議会 その他の会議
福 祉 部
障 害 福 祉 課

3 3 公 開 0

55 介護保険事業運営委員会（部会有） 附 属 機 関
福 祉 部
長 寿 社 会 政 策 課

11 10
一 部
非 公 開

12

56
養護老人ホーム指定管理者選定評価
委員会

附 属 機 関
福 祉 部
長 寿 社 会 政 策 課

0 0
一 部
非 公 開

0

57 介護認定審査会　※２ 附 属 機 関
福 祉 部
長 寿 安 心 課

12 - 非 公 開 -

58 介護予防実施貸付事業者選定委員会 附 属 機 関
福 祉 部
長 寿 安 心 課

0 - 非 公 開 -

59 保健医療審議会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
健 康 政 策 課

2 2 公 開 2

60 食育推進協議会（部会有） その他の会議
健 康 医 療 部
健 康 政 策 課

2 2 公 開 0
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

61
介護老人保健施設かがやき移譲先事
業者選定委員会

附 属 機 関
健 康 医 療 部
健 康 政 策 課

2 - 非 公 開 -

62 感染症診査協議会　※３ 附 属 機 関
健 康 医 療 部
保 健 予 防 課

12 - 非 公 開 -

63 予防接種健康被害調査委員会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
保 健 予 防 課

1 - 非 公 開 -

64 公害健康被害認定審査会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
保 健 予 防 課

9 - 非 公 開 -

65 小児慢性特定疾病審査会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
母 子 保 健 課

1 - 非 公 開 -

66 国民健康保険運営協議会 附 属 機 関
健 康 医 療 部
保 険 給 付 課

3 3 公 開 5

67 こども審議会（部会有） 附 属 機 関
こ ど も 未 来 部
こ ど も 政 策 課

5 5 公 開 3

68
母子父子福祉センター指定管理者選
定評価委員会

附 属 機 関
こ ど も 未 来 部
子 育 て 給 付 課

0 0
一 部
非 公 開

0

69 市営住宅指定管理者選定評価委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
住 宅 課

0 0
一 部
非 公 開

0

70
提案型空き家利活用リフォーム助成
事業審査会

附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
住 宅 課

0 0
一 部
非 公 開

0

71 まちづくり委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

1 1 公 開 0

72 都市計画審議会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

3 3
一 部
非 公 開

3

73 建築審査会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

2 2
一 部
非 公 開

0

74 開発審査会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

1 1
一 部
非 公 開

0

75 都市景観・屋外広告物審議会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

1 1
一 部
非 公 開

0

76 都市景観行為規制判定委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 計 画 課

1 1
一 部
非 公 開

1

77
螢池駅前再開発地区自動車駐車場指
定管理者選定評価委員会

附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
都 市 整 備 課

0 0
一 部
非 公 開

0

78 ラブホテル建築規制審議会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
中高層建築調整課

0 - 非 公 開 -

79 中高層建築物等紛争あっせん委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
中高層建築調整課

0 - 非 公 開 -

80 中高層建築物等紛争調停委員会 附 属 機 関
都 市 計 画 推 進 部
中高層建築調整課

0 - 非 公 開 -
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 № 名　　　　　　　　　称 区　　分 事　務　局
開催
回数

うち
公開分

公開・非公開 傍聴者数

81 地域公共交通協議会 附 属 機 関
都 市 基 盤 部
交 通 政 策 課

2 2 公 開 10

82 バリアフリー推進協議会 その他の会議
都 市 基 盤 部
基 盤 整 備 課

1 - 非 公 開 -

83 病院運営審議会 附 属 機 関
市 立 豊 中 病 院
事 務 局
総 務 企 画 課

2 2 公 開 3

84 上下水道事業運営審議会 附 属 機 関
上 下 水 道 局
経 営 部
経 営 企 画 課

1 1 公 開 0

85
教育委員会の権限に属する事務の点
検及び評価委員会

附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
教 育 総 務 課

6 6 公 開 7

86 教育振興計画策定委員会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
教 育 総 務 課

0 0 公 開 0

87 社会教育委員会議 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
社 会 教 育 課

2 2 公 開 0

88 文化財保護審議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
社 会 教 育 課

0 0
一 部
非 公 開

0

89
青少年自然の家指定管理者選定評価
委員会

附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
社 会 教 育 課

0 0
一 部
非 公 開

0

90
春日大社南郷目代今西氏屋敷史跡整
備委員会

附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
社 会 教 育 課

0 0
一 部
非 公 開

0

91 公民館運営審議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
中 央 公 民 館

3 3 公 開 1

92 図書館協議会（部会有） 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
読 書 振 興 課

3 3 公 開 4

93 学校教育審議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
学 校 教 育 課

2 2 公 開 0

94 学校医等公務災害補償認定委員会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
学 校 教 育 課

0 - 非 公 開 -

95 小・中学校教科用図書選定委員会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
学 校 教 育 課

7 - 非 公 開 -

96 いじめ防止等対策審議会 附 属 機 関
教 育 委 員 会
事 務 局
児 童 生 徒 課

2 1
一 部
非 公 開

2

附属機関 88 248 132 101
その他の会議 8 11 9 5
合計 96 259 141 106

注）
※１　介護給付費等支給審査会は、５０回開催されていますが、１月毎に１回としています。
※２　介護認定審査会は、５１６回開催されていますが、１月毎に１回としています。
※３　感染症診査協議会は、２４回開催されていますが、１月毎に１回としています。
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Ⅵ．運営委員会と審査会 

 

(1) 豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会について 

〔委員名簿〕                （任期）令和元年8月24日～令和3年8月23日 

 役  職 氏    名 職 業 ・ 役 職 等                     備  考  

 会  長 園 田  寿 大 学 院 教 授   

 副 会 長 恩 地  紀 代 子 大 学 教 授   

委  員 井 上  典 之 大 学 院 教 授   

〃 加 賀  有 津 子 大 学 院 教 授   

〃 笹  弘 文 市 民 （ 公 募 ） 令和元年8月24日から 

〃 佐 藤  和 代 人 権 擁 護 委 員  

〃 園 部  健 一 市 民 （ 公 募 ） 令和元年8月24日から 

〃 高 橋  明 男 大 学 院 教 授  

〃 谷 口  佳 以 子 消 費 者 協 会 会 長  

〃 永 井  敏 輝 社 会 福 祉 協 議 会 会 長 令和元年8月23日まで 

〃 東  能 久 商 工 会 議 所 専 務 理 事 令和元年4月1日から 

〃 細 谷  正 純 社会福祉協議会副会長 令和元年8月24日から 

〃 本 多  雄 一 市 民 （ 公 募 ） 令和元年8月23日まで 

〃 宮 下  幾 久 子 弁    護    士 
 
 

〃 山 下  学 連 合 豊 中 副 議 長  

〃 山 本  小 五 郎 市 民 （ 公 募 ） 令和元年8月23日まで 

 

 

○ 運営委員会は１３人の市民代表や学識経験者で構成（女性委員５人を含む。）され、情報

公開制度と個人情報保護制度の適正で円滑な運営を図るため、平成元年の両制度の実施に合

わせて設置されました。運営委員会は、実施機関の諮問に応じて、これらの両制度の重要事

項の審議等を行うこととなっています。 
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(2) 運営委員会の開催状況（平成元年１０月１日から令和２年３月３１日まで） 

 

元年度 8月31日 （第１回） 会長等の選出・制度の説明ほか 

 9月12日 （第２回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 9月22日 （第３回）        〃 

 12月25日 （第４回）        〃 

２年度 6月12日 （第５回）        〃 

 7月19日 （第６回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 3月29日 （第７回） 個人情報保護条例に基づく外部提供の審議及び運用状況

の報告 

３年度 7月24日 （第８回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議及び運用

状況の報告 

 11月 6日 （第１回） 会長等の選出及び個人情報保護条例に基づく目的外利用

等の審議 

４年度 4月18日 （第２回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 9月 2日 （第３回） 運用状況の報告 

５年度 5月 8日 （第１回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 7月29日 （第２回） 運用状況の報告 

 10月 2日 （第３回） 会長等の選出及び個人情報保護条例に基づく目的外利用

等の審議 

６年度 9月 1日 （第１回） 運用状況の報告 

７年度 7月19日 （第１回） 運用状況の報告及び震災時の個人情報の取扱いの報告 

 12月14日 （第２回） 会長等の選出及び個人情報保護条例に基づく目的外利用

等の審議 

８年度 4月 3日 （第１回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 6月28日 （第２回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用等の審議 

 2月27日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

９年度 6月20日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用等の審議 

 10月24日 （第２回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 2月27日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

10年度 6月26日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用等の審議 

 9月 4日 （第２回） 市民課所管の住民票の写し等交付申請書に関する要綱及

び個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 1月22日 （第３回） 市民課所管の住民票の写し等交付申請書に関する要綱及
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び個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

 3月 1日 （第４回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

11年度 6月25日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

当運営委員会の会議の公開について 

 10月 8日 （第２回） 会長等の選出及び個人情報保護条例に基づく目的外利用

の審議 

公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 2月24日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

専門部会での審議状況について 

12年度 6月21日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

 7月19日 （第２回） 公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 9月29日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 10月27日 （第４回） 公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 1月26日 （第５回） 公文書の開示等に関する制度の見直しに伴う個人情報保

護制度の改正について 

 3月 6日 （第６回） 個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

13年度 5月30日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

 11月 7日 （第２回） 会長等の選出について 

14年度 6月19日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

 11月 7日 （第２回） 個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

住民基本台帳ネットワークシステムの豊中市の現状につ

いて（関係担当課の職員から説明） 

豊中市情報公開条例の一部改正について 

15年度 6月16日 （第１回） 運用状況の報告及び個人情報保護条例に基づく目的外利

用の審議 

 10月10日 （第２回） 会長等の選出及び個人情報保護制度の見直しについて 

豊中市水道情報システムについて 

 3月23日 （第３回） 個人情報保護条例に基づく本人外収集についての審議 

専門部会の中間報告について 

豊中市文書館の施設見学 

16年度 6月30日 （第１回） 運用状況の報告 

専門部会での審議状況について 
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 10月 4日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

個人情報保護制度の見直しについて 

 3月23日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

個人情報保護制度の見直しについて 

17年度 6月24日 （第１回） 運用状況の報告 

 9月16日 （第２回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づくセンシティブ情報の取

扱いの審議 

 10月28日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づくセンシティブ情報の取

扱いの審議 

 11月25日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 3月29日 （第５回） 豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供等の審議 

個人情報保護条例の一部改正について 

行政データを活用した、同和問題の解決に向けた実態把

握について 

18年度 4月28日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供等の審議 

 6月21日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

運用状況の報告 

 11月 8日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

 3月22日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

情報公開制度における行政文書任意開示申出の取り扱い

について 

19年度 6月 8日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供等の審議 

運用状況の報告 

 10月 4日 （第２回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

20年度 6月 2日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

運用状況の報告 

 3月26日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集等の審議 

グーグル社「ストリートビュー」について 

個人情報保護条例の一部改正について 

21年度 7月 6日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集等の審議 

運用状況の報告 

 10月19日 （第２回） 会長等の選出について 

住民票の写し等の特定事務受任者による不正取得にかか

る本人告知制度について 
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   防犯カメラによって撮影された個人情報の取扱いについて 

 12月 9日 （第３回） 防犯カメラによって撮影された個人情報の取扱いについて 

  2月10日 （第４回） 防犯カメラによって撮影された個人情報の取扱いについて 

 3月23日 （第５回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

防犯カメラによって撮影された個人情報の取扱いについて 

22年度 6月23日 （第１回） 住民票の写し等の特定事務受任者による不正取得にかかる

本人告知実施要領について 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

運用状況の報告 

 11月1日 

3月17日 

（第２回） 

（ ― ） 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく苦情の申出に係る処理 

 3月29日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

23年度 6月20日 

 

10月5日 

 

3月26日 

 

（ ― ） 

 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

住民票の写し等本人通知制度実施要綱について 

運用状況の報告 

会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用等の審議 

安否確認事務について 

24年度 7月3日 

 

10月9日 

 

 

 

3月18日 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

 

 

（第３回） 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

運用状況の報告 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の報告 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

25年度 6月25日 

10月16日 

 

3月10日 

（第１回） 

（第２回） 

 

（第３回） 

運用状況の報告 

会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

26年度 5月26日 （第１回） 債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

7月7日 （第２回） 運用状況の報告 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集等の審議 
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 7月28日 

9月5日 

10月20日 

 

 

1月23日 

1月23日 

 

2月13日 

 

2月27日 

 

3月26日 

（第３回） 

（第４回） 

（第５回） 

 

 

（第６回） 

（第７回） 

 

（第８回） 

 

（第９回） 

 

（第10回） 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

マイナンバー制度にかかる特定個人情報保護評価の第三者

点検について 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価の第三者点検に

ついて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価の第三者点検に

ついて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価の第三者点検に

ついて 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集等の審議 

債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて 

住民基本台帳事務の特定個人情報保護評価書の第三者点検

について 

27年度 7月6日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

行政不服審査法の改正に伴う豊中市情報公開条例及び豊中

市個人情報保護条例の改正について 

運用状況の報告 

 7月6日 （第２回） 個人住民税事務にかかる特定個人情報保護評価書の第三者

点検について 

 3月31日 （第３回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

28年度 7月29日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律等の改正について 

運用状況の報告 

 12月26日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律等の改正について 
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29年度 5月15日 （第１回） 住民基本台帳事務に係る特定個人情報保護評価書の第三者

点検について 

個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律等の改正について 

 5月15日 （第２回） 住民基本台帳事務に係る特定個人情報保護評価書の第三者

点検について 

 7月28日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

運用状況の報告 

 11月8日 （第４回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

30年度 7月9日 （第１回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の報告 

運用状況の報告 

 11月14日 （第２回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

 2月20日 （第３回） 豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

31・令

和元年

度 

4月19日 （第１回） 見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

6月12日 （第２回） 見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

 7月29日 （第３回） 見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

 7月31日 （第４回） 豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人への通知の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく電子計算機接続の審議 

運用状況の報告 

 11月6日 （第５回） 会長等の選出について 

豊中市個人情報保護条例に基づく本人外収集の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 
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豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

見守りカメラ等画像データの閉庁時における警察への提供

の具体的取扱いについて 

 3月3日 （第６回） 豊中市個人情報保護条例に基づく目的外利用の審議 

豊中市個人情報保護条例に基づく外部提供の審議 

計   １０３回開催 
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(3) 豊中市情報公開・個人情報保護審査会について 

〔委員名簿〕                （任期）令和元年10月1日～令和3年9月30日 

 
役  職 氏    名 職 業 ・ 役 職 等 備  考 

 

会  長 塩  川    茂 弁 護 士  

会長代理 加 藤  幸 江 弁 護 士 令和元年9月30日まで 

会長代理 塩 野  隆 史 弁 護 士  

委員 中 川  丈 久 大 学 院 教 授  

〃 野 田  邦 子 弁 護 士 令和元年10月1日から 

〃 前 田  雅 子 大 学 教 授  

 

○ 情報公開制度と個人情報保護制度に基づく実施機関の決定に不服がある場合には、行政不

服審査法に基づく審査請求ができます。当審査会は、審査請求を審理するに当たって実施機

関からの独立性と公正さを確保するため設置された第三者機関で、専門的知識を有する５人

の学識経験者で構成されています。審査庁からの諮問により、審査請求に係る決定について

それぞれ専門的な見地から審理を行い、答申を行っています。 
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(4) 審査会の開催状況（平成元年１０月１日から令和２年３月３１日まで） 

 

元年度 11月 9日 （第１回） 会長等の選出・制度の説明ほか 

 12月 4日 （第２回） 審議の進め方の打合わせ 

２年度 8月30日 （第３回） 制度の運用状況の報告 

 3月 6日 （第４回） 空港対策課所管の異議申立てに関する審査 

３年度 4月 1日 （第５回） 空港対策課所管の異議申立てに関する審査 

 4月 5日 （第６回） 審査会の運営について（手続きの打合わせ） 

 5月 8日 （第７回） 空港対策課所管の異議申立て及び教育委員会所管の指導

要録の審査請求に関する審査 

 5月23日 （第８回）    〃 

 6月10日 （第９回）  〃 

 7月15日 （第10回） 空港対策課所管の異議申立ての答申の取りまとめ及び教

育委員会の指導要録に関する審査 

 11月 5日 （第１回） 教育委員会所管の指導要録に関する審査 

 11月25日 （第２回）    〃 

 12月 2日 （第３回） 〃  （審査請求人による意見陳述） 

 12月27日 （第４回）  〃  （実施機関による口頭説明） 

 2月27日 （第５回） 教育委員会所管の指導要録に関する審査 

 3月21日 （第６回）   〃 

４年度 5月12日 （第７回） 教育委員会所管の指導要録に関する答申案の検討 

 5月26日 （第８回）    〃 

 6月29日 （第９回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する審査 

 7月28日 （第10回）   〃 

 8月24日 （第11回） 総務部総務課所管の異議申立て及び空港周辺整備室の異

議申立てに関する審査 

 9月 4日 （第12回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する審査（異議申立

人による意見陳述及び実施機関による口頭説明）ほか 

 12月25日 （第13回） 総務部総務課所管の異議申立て及び空港周辺整備室の異

議申立てに関する審査 

 1月19日 （第14回）  〃 

 2月 8日 （第15回） 空港周辺整備室所管の異議申立てに関する異議申立人に

よる意見陳述及び実施機関による口頭説明 

 2月17日 （第16回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する答申案の検討及

び空港周辺整備室所管の異議申立てに関する審査 

 3月12日 （第17回） 空港周辺整備室所管の異議申立てに関する審査 

５年度 4月 9日 （第１回）     〃 
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 4月27日 （第２回） 空港周辺整備室所管の異議申立てに関する審査 

 5月12日 （第３回）     〃              答申案の検討 

 6月 7日 （第４回） 住宅対策課及び教育委員会総務課による公文書の説明等 

 6月22日 （第５回） 学校保健課所管の審査請求に関する実施機関の口頭説明 

 7月 5日 （第６回） 監査委員事務局所管の異議申立てに関する異議申立人の

意見陳述 

 7月22日 （第７回） 住宅対策課所管の異議申立てに関する実施機関の口頭説

明及び監査委員事務所管の局異議申立てに関する答申案

の検討 

 8月 4日 （第８回） 監査委員事務局所管の異議申立てに関する実施機関の口

頭説明及び答申案の検討 

 8月25日 （第９回） 監査委員事務局所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 9月 6日 （第10回）     〃 

 10月 4日 （第11回）     〃 

 10月21日 （第12回） 住宅対策課所管の異議申立てに関する審査 

 11月11日 （第13回） 住宅対策課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 12月 3日 （第14回）     〃 

 12月13日 （第15回）    〃 

 1月18日 （第16回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する審査 

 2月14日 （第17回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 3月 9日 （第18回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する異議申立人の意

見陳述 

６年度 4月22日 （第１回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する実施機関の口頭

説明 

 5月18日 （第２回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する審査 

 6月 8日 （第３回） 指導課所管の審査請求に関する異議申立人の意見陳述及

び実施機関の口頭説明 

 6月24日 （第４回） 市議会事務局所管の異議申立てに関する審査及び指導課

所管の審査請求に関する審査 

 7月19日 （第５回） 指導課所管の審査請求に関する審査 

学校保健課所管の中止請求の不受理に対する審査請求の

取扱いについて 

 8月29日 （第６回） 指導課所管の審査請求に関する審査 

学校保健課所管の中止請求の不受理に対する審査請求の

取扱いについて 

 10月 7日 （第７回） 指導課所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述 

    〃         実施機関の口頭説明 
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 10月24日 （第８回） 指導課所管の審査請求に関する審査 

 11月 2日 （第９回）     〃 

 11月22日 （第10回）     〃 

 3月 8日 （第11回） 審査会の運営について 

７年度 4月12日 （第１回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する実施機関の口頭

説明 

 4月17日 （第２回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する異議申立人の意

見陳述及び審査 

 5月15日 （第３回） 総務部総務課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 5月30日 （第４回） 同和対策室所管の異議申立てに関する実施機関の口頭説

明及び総務部総務課所管の異議申立てに関する答申案の

検討 

 6月12日 （第５回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する不服申立人の意見陳述 

 6月28日 （第６回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 7月25日 （第７回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する実施機関の口頭説明 

 8月 2日 （第８回） 同和教育室所管の審査請求に関する実施機関の口頭説明

及び同和対策室所管の異議申立てに関する審査 

 12月18日 （第９回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

  12月28日 （第10回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 1月16日 （第11回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 2月 7日 （第12回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 2月23日 （第13回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する審査 

 3月26日 （第14回） 同和対策室所管の異議申立て及び同和教育室所管の審査

請求に関する答申案の検討 

８年度 6月18日 （第１回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 8月13日 （第２回） 市民課所管の異議申立て及び財政課所管の異議申立てに

関する審査 

 8月27日 （第３回） 市民課所管の異議申立て及び財政課所管の異議申立てに

関する審査 
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 9月30日 （第４回） 市民課所管の異議申立て及び財政課所管の異議申立てに

関する審査 

 11月29日 （第５回） 財政課所管の異議申立てに関する異議申立人の意見陳述

及び実施機関の口頭説明 

 12月27日 （第６回） 財政課所管の異議申立てに関する審査 

 2月 5日 （第７回） 財政課所管の異議申立てに関する審査 

 3月 7日 （第８回） 財政課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

９年度 4月15日 （第１回） 市民課所管の異議申立てに関する異議申立人の意見陳述 

 6月10日 （第２回） 市民課所管の異議申立てに関する実施機関の口頭説明 

 8月 8日 （第３回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 11月 5日 （第４回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 12月17日 （第５回） 市民課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 1月21日 （第６回） 指導課所管の審査請求に関する審査 

 2月25日 （第７回） 指導課所管の審査請求に関する実施機関の口頭説明 

 3月20日 （第８回） 指導課所管の審査請求に関する答申案の検討 

10年度 4月14日 （第１回） 指導課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 11月27日 （第２回） 生活福祉課所管の異議申立てに関する審査 

 1月29日 （第３回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部工務課所管の異

議申立てに関する審査 

 3月 2日 （第４回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部工務課所管の異

議申立てに関する審査 

11年度 6月11日 （第１回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部道路管理室所管

の異議申立てに関する実施機関の口頭説明 

当審査会の会議の公開について 

 7月16日 （第２回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部道路管理室所管

の異議申立てに関する答申案の検討 

 8月11日 （第３回） 生活福祉課所管の異議申立て及び土木部道路管理室所管

の異議申立てに関する答申案の検討 

 8月31日 （第４回） 生活福祉課所管の異議申立てに関する答申案の検討 

 11月 4日 （第５回） 会長等の選出・制度の見直しについて 

 3月27日 （第６回） 下水道建設課所管の異議申立てに関する審査 

12年度 5月 2日 （第１回） まちづくり支援課所管の異議申立て及び下水道建設課所

管の異議申立てに関する審査 

 7月 4日 （第２回） まちづくり支援課所管の異議申立て及び下水道建設課所

管の異議申立てに関する審査 

 7月27日 （第３回） 下水道建設課所管の異議申立てに関する実施機関の口頭

説明 
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公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 8月29日 （第４回） まちづくり支援課所管の異議申立てに関する実施機関の

口頭説明及び下水道建設課所管の異議申立てに関する審

査 

 10月16日 （第５回） まちづくり支援課所管の異議申立て及び教職員課所管の

審査請求に関する審査 

 11月28日 （第６回） まちづくり支援課所管の異議申立てに関する答申案の検

討及び教職員課所管の審査請求に関する実施機関の口頭

説明 

公文書の開示等に関する制度の見直しについて 

 1月31日 （第７回） まちづくり支援課所管の異議申立てに関する答申案の検

討及び教職員課所管の審査請求に関する審査 

13年度 4月19日 （第１回） 教職員課所管の審査請求に関する審査 

 5月22日 （第２回） 教職員課所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述 

 6月18日 （第３回） 教職員課所管の審査請求に関する実施機関の口頭説明 

 7月19日 （第４回） 教職員課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 9月 7日 （第５回） 教職員課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 11月 5日 （第６回） 会長等の選出について 

14年度 未開催   

15年度 4月25日 （第１回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 6月20日 （第２回）    〃     

 7月10日 （第３回）    〃           異議申立人の意見陳述

及び実施機関の口頭説明 

 8月 7日 （第４回） 市民課所管の異議申立てに関する審査 

 8月29日 （第５回）    〃 

 9月29日 （第６回）    〃 

 11月 5日 （第７回） 会長等の選出について 

市民課所管の異議申立てに関する審査並びに経営企画課

所管の審査請求及び給水課所管の審査請求に関する審査 

 12月24日 （第８回） 市民課所管の異議申立てに関する審査及び給水課所管の

審査請求に関する審査 

 2月13日 （第９回） 給水課所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述及

び実施機関の口頭説明 

16年度 4月 5日 （第１回） 市民生活部市民課所管の異議申立てに関する審査 

水道局給水課所管の審査請求に関する審査 

 5月10日 （第２回） 市民生活部市民課所管の異議申立てに関する異議申立人

による意見陳述の聴取 
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水道局給水課所管の審査請求に関する審査 

 6月15日 （第３回） 市民生活部市民課所管の異議申立てに関する実施機関に

よる口頭説明の聴取及び異議申立人による意見陳述の聴

取 

 7月29日 （第４回） 市民生活部市民課所管の異議申立てに関する審査 

 8月20日 （第５回）    〃 

17年度 11月28日 （第１回） 会長等の選出について  

水道局水道総務課所管の審査請求に関する審査 

 2月20日 （第２回） 水道局水道総務課所管の審査請求に関する審査請求人の

意見陳述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

 3月24日 （第３回） 水道局水道総務課所管の審査請求に関する審査 

18年度  未開催  

19年度 10月17日 

 

12月 4日 

 

1月28日 

 

2月29日 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

（第３回） 

 

（第４回） 

会長等の選出について 

市民課所管の異議申立てに関する審査 

市民課所管の異議申立てに関する異議申立人の意見陳述

の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

市民課所管の異議申立てに関する審査 

学校保健給食課所管の審査請求に関する審査 

市民課所管の異議申立てに関する審査 

学校保健給食課所管の審査請求に関する審査 

20年度 7月 1日 

 

9月22日 

（第１回） 

 

（第２回） 

学校給食課所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳

述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

学校給食課所管の審査請求に関する審査 

21年度 5月11日 

 

6月30日 

10月19日 

 

 

3月 2日 

（第１回） 

 

（第２回） 

（第３回） 

 

 

（第４回） 

企画政策室所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳

述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

企画政策室所管の審査請求に関する審査 

会長等の選出について 

情報公開課及び教育総務室総務課所管の異議申立てに関

する審査 

情報公開課及び教育総務室総務課所管の異議申立てに関

する異議申立人の意見陳述の聴取及び実施機関の口頭説

明の聴取 
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22年度 4月20日 

 

8月 5日 

 

10月 5日 

 

1月25日 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

（第３回） 

 

（第４回） 

情報公開課及び教育総務室総務課所管の異議申立てに関

する審査 

情報公開課所管の異議申立て及び教育総務室総務課所管

の異議申立てに関する審査 

情報公開課所管の異議申立て及び教育総務室総務課所管

の異議申立てに関する審査 

情報公開課所管の異議申立て及び教育総務室総務課所管

の異議申立てに関する審査 

23年度 5月16日 

 

 

8月17日 

 

 

9月16日 

 

 

（第１回） 

 

 

（第２回） 

 

 

（第３回） 

 

 

環境センター中部事業所、南部事業所及び北部事業所所

管の異議申立て並びに納税管理課所管の異議申立てに関

する審査 

環境センター中部事業所、南部事業所及び北部事業所所

管の異議申立て並びに納税管理課所管の異議申立てに関

する審査 

環境センター中部事業所、南部事業所及び北部事業所所

管の異議申立て並びに納税管理課所管の異議申立てに関

する実施機関の口頭説明の聴取 

24年度 未開催   

25年度 6月18日 

8月21日 

10月28日 

 

 

1月16日 

 

 

3月4日 

 

（第１回） 

（第２回） 

（第３回） 

 

 

（第４回） 

 

 

（第５回） 

 

広報広聴課の異議申立てに関する審査 

福祉事務所所管の異議申立てに関する審査 

会長等の選出について 

福祉事務所所管の異議申立てに関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

福祉事務所所管の異議申立てに関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳

述の聴取及び処分庁の口頭説明の聴取 

福祉事務所所管の異議申立てに関する審査 

26年度 4月4日 

 

4月30日 

 

6月23日 

 

7月22日 

（第１回） 

 

（第２回） 

 

（第３回） 

 

（第４回） 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査請求人の意見陳述

の聴取及び処分庁の口頭説明の聴取 
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 8月1日 

 

9月25日 

（第５回） 

 

（第６回） 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

教育総務室所管の審査請求に関する審査 

教職員室所管の審査請求に関する審査 

27年度 8月21日 （第１回） 

 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する審

査 

上下水道局水道維持課所管の審査請求に関する審査 

 1月29日 （第２回） 上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する審

査請求人の意見陳述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴

取 

上下水道局水道維持課所管の審査請求に関する審査請求

人の意見陳述の聴取及び実施機関の口頭説明の聴取 

 3月22日 （第３回） 上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する答

申案の検討 

上下水道局水道維持課所管の審査請求に関する答申案の

検討 

28年度 未開催   

29年度 10月25日 （第１回） 

 

交通政策課所管の審査請求に関する審査 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する審

査 

道路管理課所管の審査請求に関する審査 

 1月19日 （第２回） 交通政策課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する口

頭意見陳述の聴取 

道路管理課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

道路管理課所管の審査請求に関する審査 

 3月22日 （第３回） 交通政策課所管の審査請求に関する審査 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する答

申案の検討 

道路管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 

道路管理課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

学校教育課所管の審査請求に関する審査 

30年度 5月22日 （第１回） 交通政策課所管の審査請求に関する審査 

上下水道局給排水サービス課所管の審査請求に関する答

申案の検討 

道路管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 

道路管理課所管の審査請求に関する答申案の検討 
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学校教育課所管の審査請求に関する審査 

 9月10日 （第２回） 交通政策課所管の審査請求に関する審査 

学校教育課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

児童生徒課所管の審査請求に関する審査 

市民課所管の審査請求に関する審査 

 11月19日 （第３回） 交通政策課所管の審査請求に関する審査 

学校教育課所管の審査請求に関する審査 

児童生徒課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

市民課所管の審査請求に関する審査 

建築審査課所管の審査請求に関する審査 

 1月9日 （第４回） 交通政策課所管の審査請求に関する答申案の検討 

市民課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 3月4日 （第５回） 学校教育課所管の審査請求に関する答申案の検討 

児童生徒課所管の審査請求に関する審査 

建築審査課所管の審査請求に関する審査 

31 ・ 令

和 元 年

度 

4月22日 （第１回） 学校教育課所管の審査請求に関する答申案の検討 

児童生徒課所管の審査請求に関する答申案の検討 

建築審査課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

 5月30日 （第２回） 児童生徒課所管の審査請求に関する答申案の検討 

建築審査課所管の審査請求に関する答申案の検討 

 10月10日 （第３回） 会長等の選出について 

 11月19日 （第４回） 秘書課所管の審査請求に関する審査 

 2月20日 （第５回） 秘書課所管の審査請求に関する審査 

人権政策課所管の審査請求に関する審査 

 3月27日 （第６回） 秘書課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

人権政策課所管の審査請求に関する口頭意見陳述の聴取 

 

 計 １７１回開催 
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Ⅶ. 資料 

 

(1) 豊中市情報公開条例 

 

公布 平成１３年 ４月 ２日 条例第２８号 

沿革 平成１５年 ４月 １日 条例第 ９号 

 平成１６年 ３月２５日 条例第 １号 

 平成１７年 ４月 １日 条例第１９号 

 平成１９年 ３月２３日 条例第 １号 

 平成１９年 ３月３０日 条例第 ８号 

 平成２０年 ３月２６日 条例第 ３号 

 

 

平成２２年 

平成２４年 

平成２６年 

平成２７年 

平成２８年 

 

 

１２月２２日 

 ９月２８日 

１２月１９日 

 ９月２９日 

３月２４日 

 

条例第３３号 

条例第４６号 

条例第５４号 

条例第５４号 

条例第 ４号 

 

 

豊中市公文書の開示等に関する条例（平成元年豊中市条例第５号）の全部を改正する。 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 行政文書の開示（第５条―第１７条） 

第３章 審査請求に係る手続（第１７条の２―第２０条） 

第４章 情報公開の総合的な推進（第２１条―第２４条） 

第５章 補則（第２５条―第２８条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，地方自治の本旨にのっとり，市民の知る権利を尊重し，行政文書の開示を請求する権利を明らかにす

るとともに，情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより，豊中市（以下「市」という。）の有するそ

の諸活動を市民に説明する責務を全うするようにし，市民の市政への参加の促進と市政の公正な運営の確保を図るととも

に，市民の福祉の増進に寄与し，もって市民から信頼される開かれた市政を一層推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 実施機関 市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，農業委員会，固定資産評価審査委員会，

上下水道事業管理者，病院事業管理者，消防長及び議会をいう。 

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって，当該実施機関の

職員が組織的に用いるものとして，当該実施機関が保有しているものをいう。ただし，次に掲げるものを除く。 

ア 実施機関が，市民の利用に供することを目的として保有しているもの 

イ 官報，白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの（アに掲げるも

のを除く。） 

ウ 実施機関が，歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理しているもの 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は，この条例の解釈及び運用に当たっては，市民の行政文書の開示を請求する権利を十分尊重しなければ

ならない。この場合において，実施機関は，個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の保護をしな
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ければならない。 

（利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは，この条例の目的に即し，適正な請求に

努めるとともに，行政文書の開示を受けたときは，これによって得た情報を適正に使用しなければならない。 

第２章 行政文書の開示 

（開示請求権者等） 

第５条 次に掲げるものは，実施機関に対し，行政文書の開示（第６号に掲げるものにあっては，そのものの利害関係に係

る行政文書の開示に限る。）を請求することができる。 

(1) 市の区域内に住所を有する者 

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(4) 市の区域内に存する学校に在学する者 

(5) 市税の納税義務者 

(6) 前各号に掲げるもののほか，実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの 

２ 実施機関は，前項各号に掲げるもの以外のものから行政文書の開示の申出があった場合においても，行政文書の開示に

努めるものとする。 

（開示請求の手続） 

第６条 前条第１項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）は，次に掲げる事項を記載した請求書（以下「開

示請求書」という。）を実施機関に提出してしなければならない。 

(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあって

はその代表者の氏名 

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市規則で定める事項 

２ 実施機関は，開示請求書に形式上の不備があると認めるときは，開示請求をしたもの（以下「開示請求者」という。）

に対し，速やかに，相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場合において，実施機関は，開示請求者

に対し，補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

（行政文書の開示義務） 

第７条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」と

いう。）のいずれかが記録されている場合を除き，開示請求者に対し，当該行政文書を開示しなければならない。 

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，当該情報に含まれる氏名，生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより，特定の個人を識

別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより，な

お個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲げる情報を除く。 

ア 法令若しくは条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定さ

れている情報 

イ 人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政

法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。），独立

行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条

に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項

に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情報がそ

の職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に

係る部分 

(2) 法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体を除く。以下「法

人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって，公にすることにより，当該法人
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等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし，人の生命，健康，

生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

(3) 市の機関並びに国，独立行政法人等，他の地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体（以下「国等」と

いう。）の内部又は相互間における審議，検討又は協議に関する情報であって，公にすることにより，率直な意見の交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不

当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(4) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより，次に掲げるおそれその他当該

事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し，正確な事実の把握を著しく困難にする

おそれ又は違法若しくは不当な行為を著しく容易にし，若しくはその発見を著しく困難にするおそれ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著しく害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ 

オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事

業に関し，その企業経営上の正当な利益を著しく害するおそれ 

(5) 実施機関の要請を受けて，公にしないとの条件で任意に個人又は法人等から提供された情報であって，当該個人又

は当該法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質，

当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公

にすることが必要であると認められる情報を除く。 

(6) 公にすることにより，人の生命，健康，生活又は財産の保護，犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維

持に支障が生じるおそれのある情報 

(7) 法令等の規定により，又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示（地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４５条第１号ヘの指示その他これに類する行為をいう。）により公にすることができない情報 

（部分開示） 

第８条 実施機関は，開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において，不開示情報が記録され

ている部分を容易に区分して除くことができるときは，開示請求者に対し，当該部分を除いた部分につき開示しなければ

ならない。ただし，当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは，この限りでない。 

２ 開示請求に係る行政文書に前条第１号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）が記録されている場

合において，当該情報のうち，氏名，生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除

くことにより，公にしても，個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは，当該部分を除いた部分は，同

号の情報に含まれないものとみなして，前項の規定を適用する。 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第９条 実施機関は，開示請求に係る行政文書に不開示情報（第７条第７号に掲げる情報を除く。）が記録されている場合

であっても，公益上特に必要があると認めるときは，開示請求者に対し，当該行政文書を開示することができる。 

２ 実施機関は，前項の規定により第７条第１号に掲げる情報を開示しようとする場合には，豊中市個人情報保護条例（平

成１７年豊中市条例第１９号）の趣旨を勘案し，個人の権利利益が適正に保護されるよう特段の配慮をしなければならな

い。 

（行政文書の存否に関する情報） 

第１０条 開示請求に対し，当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，不開示情報を開示するこ

ととなるときは，実施機関は，当該行政文書の存否を明らかにしないで，当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する決定等） 

第１１条 実施機関は，開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは，その旨の決定をし，開示請求者に対し，

速やかに，その旨及び開示の実施に関し市規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし，直ちに開示

請求に係る行政文書の全部を開示するときは，この限りでない。 

２ 実施機関は，開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請

求に係る行政文書を保有していないときを含む。）は，開示をしない旨の決定をし，開示請求者に対し，速やかに，その
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旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による行政文書の一部を開示する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知をするときは，当

該通知に，当該決定の理由及び市規則で定める事項を付記しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第１２条 前条第１項及び第２項の決定（以下「開示決定等」という。）は，開示請求があった日から起算して１５日以内

にしなければならない。ただし，第６条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては，当該補正に要した日数は，当

該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に開示決定等

をすることができないときは，開示請求があった日から起算して６０日を限度としてその期間を延長することができる。

この場合において，実施機関は，同項に規定する期間内に，開示請求者に対し，当該延長後の期間及び延長の理由を書面

により通知しなければならない。 

３ 開示請求者は，実施機関が第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては，当該延長

後の期間）内に開示決定等をしないときは，前条第２項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定（以下「不開

示決定」という。）があったものとみなすことができる。 

（開示決定等の期限の特例） 

第１３条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため，開示請求があった日から起算して６０日（第６条第２項の規

定により補正を求めた場合にあっては，６０日に当該補正に要した日数を加えた日数）以内にそのすべてについて開示決

定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には，前条第１項及び第２項の規定にかかわら

ず，実施機関は，開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし，残りの行政文書につ

いては相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において，実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，開

示請求者に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) 本項を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限 

２ 開示請求者に対し前項の規定による通知をした場合は，当該通知に係る行政文書については，前条第３項の規定は，適

用しない。 

３ 開示請求者は，第１項第２号に規定する期限までに実施機関が開示決定等をしないときは，同号の残りの行政文書につ

いて不開示決定があったものとみなすことができる。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１４条 開示請求に係る行政文書に市，国等及び開示請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に関する情報が記録

されているときは，実施機関は，開示決定等に先立ち，当該情報に係る第三者に対し，開示請求に係る行政文書の表示そ

の他市規則で定める事項を通知して，意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，第１１条第１項の決定（以下「開示決定」という。）に先立ち，

当該第三者に対し，開示請求に係る行政文書の表示その他市規則で定める事項を書面により通知して，意見書を提出する

機会を与えなければならない。ただし，当該第三者の所在が判明しない場合は，この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって，当該情報が第７条第１号イ，同

条第２号ただし書又は同条第５号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第９条第１項の規定により開示しようとするとき。 

３ 実施機関は，前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示し

た意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合において，開示決定をするときは，開示決定の日と開示を実施

する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において，実施機関は，開示決定後直ちに，当該反

対意見書を提出した第三者に対し，開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければ

ならない。 

（開示の実施） 

第１５条 実施機関は，開示決定をしたときは，開示請求者に対し，速やかに，当該開示決定に係る行政文書を開示しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定による行政文書の開示は，文書又は図画については閲覧又は写しの交付により，電磁的記録についてはその
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種別，情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。この場合において，請求者が閲覧又は写しの交付

（電磁的記録にあっては市規則で定める方法を含む。）以外の方法を求めた場合において特別の理由があると認めるとき

は，これに応じるよう努めるものとする。 

３ 実施機関は，行政文書を開示することにより，当該行政文書の汚損，破損等のおそれがあるとき，第８条の規定により

行政文書を開示するときその他正当な理由があるときは，前項の規定にかかわらず，当該行政文書を複写したものの閲覧

又は写しの交付により，同項の開示に代えることができる。 

４ 行政文書の開示は，第１１条第１項ただし書の場合を除き，実施機関が指定する日時及び場所において行う。 

（費用負担） 

第１６条 行政文書の開示に係る手数料は，徴収しないものとする。 

２ 開示請求に係る行政文書（前条第３項に規定する行政文書を複写したもの及び電磁的記録にあっては同条第２項の市規

則で定める方法によるものを含む。）の写し等の交付を受けるものは，当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担し

なければならない。 

３ 前項の費用の額は，市規則で定める。 

４ 前３項の規定は，第５条第２項の規定による行政文書の開示の申出について準用する。 

（他の制度との調整） 

第１７条 この条例は，法令又は他の条例の規定により，何人にも閲覧，縦覧等又は謄本，抄本等の交付が認められている

行政文書にあっては，当該法令又は当該他の条例が定める方法（開示の期間が定められている場合にあっては，当該期間

内に限る。）と同一の方法による開示については，適用しない。 

第３章 審査請求に係る手続 

（審理員による審理手続の適用除外） 

第１７条の２ 開示決定等に係る審査請求については，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項ただし書

の規定により，同項本文の規定は，適用しない。 

（審査会への諮問等） 

第１８条 開示決定等について行政不服審査法の規定に基づく審査請求があったときは，当該審査請求に係る審査庁は，次

の各号のいずれかに該当する場合を除き，遅滞なく，豊中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し，その議を経て，当

該審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

(1) 審査請求が明らかに不適法であり，却下するとき。 

(2) 裁決で，審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び

第２０条において同じ。）を取り消し，又は変更し，当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき。

ただし，当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 

２ 前項の規定による諮問は，行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用される同法第２９条第２項の弁明書の

写しを添付してしなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第１９条 前条第１項の規定により諮問をした審査庁は，次に掲げるものに対し，諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第２号にお

いて同じ。） 

(2) 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である

場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第２０条 第１４条第３項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し，当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決（第三者である参加人が

当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

第４章 情報公開の総合的な推進 

（実施機関の保有する情報の公表及び提供に関する施策の充実） 
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第２１条 実施機関は，その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため，市政に関する情報が適時に，かつ，適切な方

法で市民に明らかにされるよう，実施機関の保有する情報の公表及び提供に関する施策の充実に努めなければならない。 

（情報の公表及び提供等） 

第２２条 実施機関は，市民が求める情報の把握に努め，市政に関する情報の公表を積極的に行うとともに，市民の求めに

応じ，情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 実施機関は，次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし，当該情

報の公表について法令等で別段の定めがあるとき又は当該情報が第７条各号に掲げる情報に該当するときを除く。 

(1) 市の長期計画その他市規則で定める市の重要な基本計画 

(2) 地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき設置した附属機関その他市政運営上の意見聴取等を行うため実施

機関が設置した会議（実施機関の職員のみで構成されるものを除く。）（以下「附属機関等」という。）の答申書，提

言書その他これらに類するもの及び会議録並びに当該附属機関等への提出資料 

(3) 前２号に掲げるもののほか実施機関が定める事項 

３ 実施機関は，同一の行政文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等で，当該行政文書に記録された

情報を公表することが市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認めるときは，当該情報を公表するよう努めなければ

ならない。 

４ 第１６条第２項及び第３項の規定は，第１項の規定に基づき情報の提供として行政文書の写し等の交付を受ける場合に

ついて準用する。 

（会議の公開） 

第２３条 附属機関等の会議（法令等の規定により公開することができないとされている会議を除く。）は，公開するもの

とする。ただし，次に掲げる場合は，非公開とすることができる。 

(1) 不開示情報が含まれる事項について調停，審査，審議，調査等を行う会議を開催する場合 

(2) 物理的な妨害行動等が客観的に予測され，当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる場合 

（出資法人の情報公開） 

第２４条 市が出資する法人で市規則で定めるもの（以下「出資法人」という。）は，この条例の趣旨にのっとり，情報の

提供その他情報公開を行うために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

２ 市長は，出資法人に対し，当該出資法人が保有する情報の公開が推進されるよう，必要な措置を講じなければならない。 

第５章 補則 

（行政文書の管理） 

第２５条 実施機関は，この条例の適正かつ円滑な運用を図るため，行政文書を適正に管理するものとする。 

２ 実施機関は，行政文書の分類，作成，保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する定めを設けなければ

ならない。 

（行政文書の目録の作成及び閲覧） 

第２６条 実施機関は，行政文書の検索に必要な目録を作成し，一般の閲覧に供しなければならない。 

（運用状況の公表） 

第２７条 市長は，毎年度１回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ，公表しなければならない。 

（委任） 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。 

附 則 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１３年９月規則第６８号により，平成１３年１０月１日から施行〕 

２ この条例による改正後の豊中市情報公開条例（以下「新条例」という。）の規定は，議会が保有している行政文書につ

いては，平成１３年４月１日以後に作成し，又は取得した行政文書に適用する。 

３ この条例の施行の際，この条例による改正前の豊中市公文書の開示等に関する条例（以下「旧条例」という。）第９条

の規定により，現になされている公文書の開示の請求（以下「旧請求」という。）は，新条例第６条第１項の規定による

開示請求とみなす。 

４ この条例の施行の際，現に旧条例第１３条第２項の規定により豊中市公文書開示・個人情報保護審査会に対してなされ

74



 

ている諮問（以下「旧諮問」という。）は，新条例第１８条の規定によりなされた豊中市情報公開・個人情報保護審査会

に対する諮問とみなす。 

５ 前２項に規定するもののほか，この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた旧請求又は旧諮問に係る処分，手

続その他の行為は，新条例中にこれに相当する規定がある場合には，新条例の相当規定によってなされたものとみなす。 

６，７ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１５年４月１日条例第９号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２５日条例第１号） 

この条例は，平成１６年４月１日から施行する。ただし，第７条第１号ウの改正規定（「特定独立行政法人」を「特定独

立行政法人及び日本郵政公社」に改める部分に限る。）は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年４月１日条例第１９号抄） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１７年９月規則第５３号により，平成１７年１０月１日から施行〕 

附 則（平成１９年３月２３日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日条例第８号） 

この条例は，平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日条例第３号抄） 

１ この条例は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２２日条例第３３号抄） 

１ この条例は，平成２３年４月１日から施行する。〔以下略〕 

附 則（平成２４年９月２８日条例第４６号） 

この条例は，平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月１９日条例第５４号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年９月２９日条例第５４号抄） 

この条例は，平成２７年１０月５日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中豊中市個人情報保護条例第２０条の改正規定及び第３条の規定 公布の日 

附 則（平成２８年３月２４日条例第４号抄） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市情報公開条例，豊中市個人情報保護条例及び豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例

の規定は，この条例の施行の日以後になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等に係る審査請求について適用し，

同日前になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等に係る不服申立てについては，なお従前の例による。 

３ 他の条例の一部改正〔略〕 
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(2) 豊中市個人情報保護条例 

 

公布 平成１７年 ４月 １日 条例第１９号 

沿革 平成１８年 ３月３１日 条例第 ７号 

平成１９年 ３月２３日 条例第 １号 

平成１９年 ３月３０日 条例第 ８号 

平成２０年 ３月２６日 条例第 ３号 

平成２１年 ４月 １日 条例第１８号 

平成２２年１２月２２日 条例第３３号 

平成２７年 ９月２９日 条例第５４号 

平成２８年 ３月２４日 条例第 ４号 

 
 

豊中市個人情報保護条例（平成元年豊中市条例第６号）の全部を改正する。 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い 

第１節 収集等の一般的制限（第６条） 

第２節 個人情報の収集及び安全確保の措置等（第７条―第１１条の３） 

第３節 個人情報の利用及び提供（第１２条―第１６条） 

第３章 個人情報ファイル（第１７条） 

第４章 自己情報の開示等 

第１節 自己情報の開示請求（第１８条―第３１条） 

第２節 訂正，削除等の請求（第３２条―第５０条） 

第５章 苦情処理及び救済手続（第５１条―第５４条） 

第６章 事業者が取り扱う個人情報の保護（第５５条―第５８条） 

第７章 雑則（第５９条―第６２条） 

第８章 罰則（第６３条―第６９条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，自己に関する個人情報の開示，訂正，削除等を求める市民の権利を明らかにすると

ともに，個人情報の保護に関し必要な事項を定め，行政の適正な執行を図ることにより，個人の権利利

益を保護し，もって地方自治の本旨に即した信頼される市政を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 実施機関 市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，農業委員会，固定資産評

価審査委員会，上下水道事業管理者，病院事業管理者，消防長及び議会をいう。 

(2) 個人情報 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，当該

情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

をいう。 

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した個人情報であって，当該実施機関の

職員が組織的に利用するものとして，当該実施機関が保有しているものをいう。ただし，行政文書（豊

中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号）第２条第２号に規定する行政文書をいう。以下

同じ。）に記録されているものに限る。 

(4) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した特定個人情報（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」

という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）であって，当該実施機関の職

員が組織的に利用するものとして，当該実施機関が保有しているものをいう。ただし，行政文書に記

録されているものに限る。 

(5) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された特定個人情報を

いう。 

(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって，次に掲げるものをいう。 

ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することが
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できるように体系的に構成したもの 

イ アに掲げるもののほか，一定の事務の目的を達成するために氏名，生年月日その他の記述等によ

り特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

(8) 指定管理者 市が，公の施設の管理を行わせるため地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により指定した法人その他の団体をいう。 

(9) 指定管理者保有個人情報 指定管理者が行う当該公の施設の管理業務（以下「指定管理業務」とい

う。）に従事する者が当該指定管理業務に関して作成し，又は取得した個人情報であって，当該指定

管理業務に従事する者が組織的に利用するものとして，当該指定管理者が保有しているものをいう。

ただし，次のア又はイに掲げるものを除く文書，図画又は電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に記録され

ているものに限る。 

ア 指定管理者が，市民の利用に供することを目的として保有しているもの 

イ 官報，白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるも

の（アに掲げるものを除く。） 

（実施機関の役割） 

第３条 実施機関は，この条例の目的を達成するため，個人情報の保護について必要な措置を講じるとと

もに，あらゆる施策を通じて人権意識の高揚及び啓発に努めなければならない。 

（市民の役割） 

第４条 市民は，相互に個人情報の保護の重要性を認識し，個人情報の保護に関する市の施策に協力しな

ければならない。 

（適用除外） 

第５条 次に掲げる個人情報については，この条例の規定は，適用しない。 

(1) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第６項に規定する基幹統計調査及び同条第７項に規定す

る一般統計調査に係る調査票情報（同条第１１項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。）

に含まれる個人情報その他の同法第５２条第１項に規定する個人情報 

(2) 統計法第２４条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれ

る個人情報 

(3) 市立図書館その他これに類する施設において，市民の利用に供することを目的として実施機関が管

理している図書等に記録されている個人情報 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い 

第１節 収集等の一般的制限 

（収集等の一般的制限） 

第６条 実施機関は，個人情報を収集し，保有し，又は利用するときは，その所掌する事務の範囲内で，

かつ，その目的を達成するために必要な限度で行わなければならない。 

２ 実施機関は，次に掲げる個人情報を収集し，保有し，又は利用してはならない。ただし，法令若しく

は条例（以下「法令等」という。）に定めのあるとき又は実施機関が豊中市情報公開・個人情報保護運

営委員会（以下「委員会」という。）の意見を聴いて，市民の福祉の向上のため特に必要がある場合で

あって，かつ，職務の遂行にとって欠くことができないと認めたときは，この限りでない。 

(1) 思想，信条及び宗教に関する個人情報 

(2) 社会的身分，門地，犯罪その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報 

第２節 個人情報の収集及び安全確保の措置等 

（収集方法の制限） 

第７条 実施機関は，個人情報を収集するときは，収集する個人情報の利用の目的（以下「利用目的」と

いう。）及び内容を明らかにし，本人から直接収集しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，本人以外のものから

個人情報を収集することができる。 

(1) 本人の同意があるとき。 

(2) 法令等に定めのあるとき。 

(3) 当該個人情報が公知のものであるとき。 

(4) 人の生命，身体又は財産に対する危険を避けるため，緊急やむを得ないとき。 

(5) 所在不明，精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の理由により，本人から収集すること

が困難であるとき。 

(6) 争訟，指導，相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき又

は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。 

(7) 実施機関が委員会の意見を聴いて，市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があると認め
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たとき。 

３ 実施機関は，前項第４号又は第７号の規定に該当することにより本人以外のものから個人情報を収集

したときは，委員会の意見を聴いて特に必要がないと認めた場合を除き，その旨を本人に通知しなけれ

ばならない。 

４ 本人又はその代理人による法令，条例，規則等に基づく申請，届出その他これらに相当する行為によ

って個人情報が収集されたときは，第１項の規定による収集がなされたものとみなす。 

（安全確保の措置等） 

第８条 実施機関は，保有個人情報の漏えい，改ざん，滅失等の防止その他の保有個人情報の適正な管理

のために必要な措置（以下「安全確保の措置」という。）を講じなければならない。 

２ 実施機関は，保有個人情報を利用目的に必要な範囲内で，正確かつ最新のものとして適正に維持管理

しなければならない。 

３ 実施機関は，保有又は利用の必要がなくなった保有個人情報について，確実に，かつ，速やかに廃棄，

消去その他の適切な措置を講じなければならない。 

（職員等の義務） 

第９条 実施機関の職員又は職員であった者は，職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，

又は不当な目的に利用してはならない。 

（処理委託に係る安全確保の措置等） 

第１０条 実施機関から保有個人情報に関する処理業務の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は，

当該処理業務（以下「受託業務」という。）に係る個人情報の保護について，第８条第１項に規定する

実施機関の義務と同様の義務を負うものとする。 

２ 実施機関は，保有個人情報の保護を図るため，受託者に対し，受託業務に係る保有個人情報の適正な

維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。 

（受託者等の義務） 

第１１条 受託者及びその受託業務に従事している者又は従事していた者は，その業務に関して知り得た

個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 

（指定管理業務に係る安全確保の措置等） 

第１１条の２ 指定管理者は，指定管理業務に係る個人情報の保護について，第８条各項に規定する実施

機関の義務と同様の義務を負うものとする。 

２ 実施機関は，指定管理者保有個人情報の保護を図るため，指定管理者に対し，指定管理者保有個人情

報の適正な維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。 

（指定管理者等の義務） 

第１１条の３ 指定管理者及びその指定管理業務に従事している者又は従事していた者は，その業務に関

して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 

第３節 個人情報の利用及び提供 

（利用及び提供の制限） 

第１２条 実施機関は，保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下この条，第１３条及び第３１条に

おいて同じ。）を当該実施機関の内部において利用目的以外の目的のために利用（以下「目的外利用」

という。）し，又は当該実施機関以外のものに提供（以下「外部提供」という。）してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，保有個人情報を目的

外利用し，又は外部提供することができる。 

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

(2) 法令等に定めのあるとき。 

(3) 当該保有個人情報が公知のものであるとき。 

(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき。 

(5) 人の生命，身体又は財産に対する危険を避けるため，緊急やむを得ないとき。 

(6) 実施機関が委員会の意見を聴いて，市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があると認め

たとき。 

３ 前項の規定は，保有個人情報の目的外利用又は外部提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げる

ものではない。 

４ 実施機関は，第２項第４号から第６号までの規定に該当することにより保有個人情報を目的外利用し，

又は外部提供したときは，委員会の意見を聴いて特に必要がないと認めた場合を除き，その旨を本人に

通知しなければならない。 

５ 実施機関は，第２項の規定により保有個人情報を目的外利用し，又は外部提供したときは，市規則で

定める事項を記録しておかなければならない。 

（外部提供に係る安全確保の措置等） 

第１３条 実施機関は，前条第２項の規定により保有個人情報を外部提供する場合は，あらかじめ提供の

78



 

相手方に対し，当該保有個人情報の使用目的，使用方法，管理方法その他必要な事項を明確にさせると

ともに，必要があると認めるときは，これらに関し制限を付し，又は安全確保の措置を講じさせるもの

とする。 

２ 実施機関は，前条第２項の規定により保有個人情報を外部提供した場合において，当該保有個人情報

が漏えいし，若しくは前項に規定する措置に違反していると認めたとき又はそのおそれがあると認めた

ときは，外部提供を受けたものに対し，調査及び報告を求めることができる。 

（外部提供を受けた者等の義務） 

第１４条 第１２条第２項の規定により外部提供を受けたものは，当該外部提供を受けた個人情報の内容

をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 

（保有特定個人情報の利用の制限） 

第１４条の２ 実施機関は，保有特定個人情報を目的外利用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であ

って，本人の同意があり，又は本人の同意を得ることが困難であるときは，保有特定個人情報（情報提

供等記録を除く。）を目的外利用することができる。 

３ 実施機関は，前項の規定に該当することにより保有特定個人情報を目的外利用したとき（本人の同意

がある場合を除く。）は，委員会の意見を聴いて特に必要がないと認めた場合を除き，その旨を本人に

通知しなければならない。 

４ 実施機関は，第２項の規定により保有特定個人情報を目的外利用したときは，市規則で定める事項を

記録しておかなければならない。 

（保有特定個人情報の外部提供の制限） 

第１４条の３ 実施機関は，番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き，保有特定個人情報を

外部提供してはならない。 

（電子計算機の接続の制限） 

第１５条 実施機関は，個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を行う場合において，実施機関が

管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機とを通信回線により接続してはなら

ない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。 

(1) 法令等に定めのあるとき又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示（地方自治法

第２４５条第１号ヘの指示その他これに類する行為をいう。以下同じ。）があるとき。 

(2) 実施機関が委員会の意見を聴いて，市民の福祉の向上又は職務の遂行のため特に必要があり，かつ，

個人情報について必要な保護措置が講じられていると認めたとき。 

（緊急時の通信回線の切断等の措置） 

第１６条 実施機関は，前条ただし書の規定により電子計算機が通信回線により接続された場合において，

漏えい等によって個人の権利利益が侵害されるおそれについて，明白かつ差し迫った危険があると認め

るときは，通信回線の切断その他必要な措置を講じなければならない。 

第３章 個人情報ファイル 

（個人情報ファイル） 

第１７条 実施機関は，個人情報ファイルを設置しようとするときは，あらかじめ市長に対し，次に掲げ

る事項を届け出なければならない。 

(1) 個人情報ファイルの名称 

(2) 個人情報ファイルの利用目的 

(3) 記録する個人情報の項目 

(4) 記録の対象となる個人の範囲 

(5) 記録する個人情報の収集方法 

(6) その他市規則で定める事項 

２ 前項の規定は，次に掲げる個人情報ファイルについては，適用しない。 

(1) 特定の事務の処理に付随する資料等の送付又は連絡のために利用する簡易な個人情報ファイルで

あって，送付又は連絡の相手方の氏名，住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録したもの 

(2) 試験的又は一時的に用いるもの 

(3) 実施機関が使用者として職員の人事，給与又は福利厚生に関する事項を記録したもの 

(4) 前３号に準ずるものとして市規則で定めるもの 

３ 実施機関は，第１項の届出に係る個人情報ファイルを廃止し，又は当該届出事項を変更しようとする

ときは，その旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。 

４ 市長は，届出を受けた個人情報ファイルについて，市規則で定める事項を公示しなければならない。 

５ 市長は，届出に係る個人情報ファイルの目録を作成し，市民の閲覧に供しなければならない。 

第４章 自己情報の開示等 

第１節 自己情報の開示請求 
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（開示請求権） 

第１８条 何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報（以下「自

己情報」という。）の開示を請求することができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による開示の請求（以下「開

示請求」という。）をすることができる。ただし，当該本人が未成年者で満１５歳以上の者であるとき

は，本人の同意を得なければならない。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，当該各号に定める死者の個人情報を自己情報として開示請求を

することができる。 

(1) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報 

(2) 死者の配偶者，子及び父母（以下「配偶者等」という。）であった者（前号に該当する者を除く。） 

当該死者の疾病又は死亡に関する情報及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得し

た慰謝料請求権その他の権利義務に関する情報並びに死者の相続人である場合にあっては，当該死者

から相続を原因として取得した権利義務に関する情報 

(3) 死者の相続人（前２号に該当する者を除く。） 当該死者から相続を原因として取得した権利義務

に関する情報 

(4) 前３号に掲げる者のほか，実施機関が委員会の意見を聴いて開示請求を認めた者 委員会の意見を

聴いて認めた範囲の情報 

（開示請求の手続） 

第１９条 開示請求は，本人又はその法定代理人であることを明らかにして，次に掲げる事項を記載した

請求書を実施機関に提出して行わなければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市規則で定める事項 

２ 前項の場合において，開示請求をする者は，市規則で定めるところにより，実施機関に対し，開示請

求に係る自己情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては，開示請求に係る自

己情報の本人の法定代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の請求書に形式上の不備があると認めるときは，開示請求をした者（以下「開示

請求者」という。）に対し，速やかに，相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場

合において，実施機関は，開示請求者に対し，補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

４ 実施機関は，保有特定個人情報の開示請求を除き，本人が開示請求をすることが著しく困難であると

認める場合において，本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは，市規則で定め

るところにより，代理人による開示請求を認めることができる。 

５ 実施機関は，保有特定個人情報の開示請求にあっては，代理人による開示請求を認めるものとする。 

（自己情報の開示義務） 

第２０条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報（以

下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き，開示請求者に対し，当該開示請求

に係る自己情報を開示しなければならない。 

(1) 開示請求者（第１８条第２項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わっ

て開示請求をする場合にあっては，当該本人をいう。次号及び第３号，次条第２項，第２２条第２項

並びに第２７条第１項において同じ。）の生命，健康，生活又は財産を害するおそれがある情報 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって，

当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することにより，開示請求者以外の特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが，開示

することにより，なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲

げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ，又は知ることが予定されてい

る情報 

イ 人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，開示することが必要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家

公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人

の役員及び職員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の

役員及び職員，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地

方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方
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独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において，当該情報がそ

の職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び氏名並びに当該職

務遂行の内容に係る部分 

(3) 法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体を

除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関

する情報であって，開示することにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当

な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，

開示することが必要であると認められる情報を除く。 

(4) 市の機関並びに国，独立行政法人等，他の地方公共団体及び地方独立行政法人その他の公共団体（以

下「国等」という。）の内部又は相互間における審議，検討又は協議に関する情報であって，開示す

ることにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に市民

の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれが

あるもの 

(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって，開示することにより，次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれ

があるもの 

ア 監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し，正確な事実の把握を

著しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を著しく容易にし，若しくはその発見を著し

く困難にするおそれ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著

しく害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ 

オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業又は独立行政法人等若しくは地方独立

行政法人に係る事業に関し，その企業経営上の正当な利益を著しく害するおそれ 

(6) 実施機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任意に個人又は法人等から提供された情報であっ

て，当該個人又は当該法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件

を付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし，

人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，開示することが必要であると認められる情報を除く。 

(7) 開示することにより，人の生命，健康，生活又は財産の保護，犯罪の予防又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報 

(8) 法令等の規定により，又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により開示する

ことができない情報 

（部分開示） 

第２１条 実施機関は，開示請求に係る自己情報の一部に不開示情報が含まれている場合において，不開

示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは，開示請求者に対し，当該部分を除い

た部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る自己情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別することができる

ものに限る。）が含まれている場合において，当該情報のうち，氏名，生年月日その他の開示請求者以

外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより，開示しても，開示

請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは，当該部分を除いた部分は，

同号の情報に含まれないものとみなして，前項の規定を適用する。 

（裁量的開示） 

第２２条 実施機関は，開示請求に係る自己情報に不開示情報（第２０条第８号に掲げる情報を除く。）

が含まれている場合であっても，公益上特に必要があると認めるときは，開示請求者に対し，当該自己

情報を開示することができる。 

２ 実施機関は，前項の規定により第２０条第２号に掲げる情報を開示しようとする場合には，開示請求

者以外の個人の権利利益が適正に保護されるよう特段の配慮をしなければならない。 

（開示請求に係る自己情報の存否に関する情報） 

第２３条 開示請求に対し，当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで，不開示

情報を開示することとなるときは，実施機関は，当該自己情報の存否を明らかにしないで，当該開示請

求を拒否することができる。 

（開示請求に対する決定等） 

第２４条 実施機関は，開示請求に係る自己情報の全部又は一部を開示するときは，その旨の決定をし，

開示請求者に対し，速やかに，その旨及び自己情報の開示の実施に関し市規則で定める事項を書面によ

り通知しなければならない。 
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２ 実施機関は，開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒否す

るとき及び開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。）は，開示をしない旨の決定をし，

開示請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による自己情報の一部を開示する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知

をするときは，当該通知に，当該決定の理由及び市規則で定める事項を付記しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第２５条 前条第１項及び第２項の決定（以下「開示決定等」という。）は，開示請求があった日から起

算して１５日以内にしなければならない。ただし，第１９条第３項の規定により補正を求めた場合にあ

っては，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期

間内に開示決定等をすることができないときは，開示請求があった日から起算して６０日を限度として

その期間を延長することができる。この場合において，実施機関は，同項に規定する期間内に，開示請

求者に対し，当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 開示請求者は，実施機関が第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間が延長された場合にあ

っては，当該延長後の期間）内に開示決定等をしないときは，前条第２項の規定による自己情報の全部

を開示しない旨の決定（以下「不開示決定」という。）があったものとみなすことができる。 

（開示決定等の期限の特例） 

第２６条 開示請求に係る自己情報が著しく大量であるため，開示請求があった日から起算して６０日

（第１９条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては，６０日に当該補正に要した日数を加えた

日数）以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれ

がある場合には，前条第１項及び第２項の規定にかかわらず，実施機関は，開示請求に係る自己情報の

うちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし，残りの自己情報については相当の期間内に開示

決定等をすれば足りる。この場合において，実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，開示請求者

に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) 本項を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの自己情報について開示決定等をする期限 

２ 開示請求者に対し前項の規定による通知をした場合は，当該通知に係る自己情報については，前条第

３項の規定は，適用しない。 

３ 開示請求者は，第１項第２号に規定する期限までに実施機関が開示決定等をしないときは，同号の残

りの自己情報について不開示決定があったものとみなすことができる。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２７条 開示請求に係る自己情報に市，国等及び開示請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に

関する情報が含まれているときは，実施機関は，開示決定等に先立ち，当該情報に係る第三者に対し，

開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他市規則で定める事項を通知して，意見書を提出す

る機会を与えることができる。 

２ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，第２４条第１項の決定（以下「開示決定」とい

う。）に先立ち，当該第三者に対し，開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他市規則で定

める事項を書面により通知して，意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし，当該第三者

の所在が判明しない場合は，この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が含まれている自己情報を開示しようとする場合であって，当該情報が第２０

条第２号イ，同条第３号ただし書又は同条第６号ただし書に規定する情報に該当すると認められると

き。 

(2) 第三者に関する情報が含まれている自己情報を第２２条第１項の規定により開示しようとすると

き。 

３ 実施機関は，前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反

対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合において，開示決定をする

ときは，開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場

合において，実施機関は，開示決定後直ちに，当該反対意見書を提出した第三者に対し，開示決定をし

た旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第２８条 実施機関は，開示決定をしたときは，開示請求者に対し，速やかに，当該開示請求に係る自己

情報を開示しなければならない。 

２ 前項の規定による自己情報の開示は，当該自己情報が，文書又は図画に記録されているときは閲覧又

は写しの交付により，電磁的記録に記録されているときはその種別，情報化の進展状況等を勘案して市

規則で定める方法により行う。この場合において，開示請求者が閲覧又は写しの交付（電磁的記録にあ

っては市規則で定める方法を含む。）以外の方法を求めた場合において特別の理由があると認めるとき
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は，これに応じるよう努めるものとする。 

３ 実施機関は，自己情報を開示することにより，当該自己情報が記録されている行政文書の汚損，破損

等のおそれがあるとき，第２１条の規定により自己情報を開示するときその他正当な理由があるときは，

前項の規定にかかわらず，当該行政文書を複写したものの閲覧又は写しの交付により，同項の開示に代

えることができる。 

４ 自己情報の開示は，実施機関が指定する日時及び場所において行う。 

（開示請求の特例） 

第２９条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については，第１９条の規定にかかわらず，当該実

施機関が定める簡易な方法により開示請求をすることができる。 

２ 前項の規定により開示請求をする者は，実施機関の定めるところにより，当該実施機関に対し，開示

請求に係る自己情報の本人であること（第１８条第２項の規定による開示請求にあっては，開示請求に

係る自己情報の本人の法定代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による開示請求があったときは，第２４条及び前条の規定にかかわらず，

当該実施機関が定める方法により，速やかに，当該個人情報を開示するものとする。 

（費用負担） 

第３０条 自己情報の開示に係る手数料は，徴収しないものとする。 

２ 開示請求に係る自己情報が記録されている行政文書（第２８条第３項に規定する行政文書を複写した

もの及び電磁的記録にあっては同条第２項の市規則で定める方法によるものを含む。）の写し等の交付

を受ける者は，当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

３ 前項の費用の額は，市規則で定める。 

（他の制度との調整） 

第３１条 この節の規定は，法令又は他の条例の規定により，開示請求者に対し閲覧，縦覧等又は謄本，

抄本等の交付が認められている保有個人情報にあっては，当該法令又は当該他の条例が定める方法（開

示の期間が定められている場合にあっては，当該期間内に限る。）と同一の方法による開示については，

適用しない。 

第２節 訂正，削除等の請求 

（訂正請求権） 

第３２条 何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する自己情報の事実に関する事項に誤りがある

と思料するときは，その訂正を請求することができる。ただし，当該自己情報の訂正に関して法令又は

他の条例の規定により特別の手続が定められているときは，この限りでない。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下「訂

正請求」という。）をすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，当該各号に定める死者の個人情報を自己情報として訂正請求を

することができる。 

(1) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報 

(2) 死者の配偶者等であった者（前号に該当する者を除く。） 当該死者の疾病又は死亡に関する情報

及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関

する情報並びに死者の相続人である場合にあっては，当該死者から相続を原因として取得した権利義

務に関する情報 

(3) 死者の相続人（前２号に該当する者を除く。） 当該死者から相続を原因として取得した権利義務

に関する情報 

(4) 前３号に掲げる者のほか，実施機関が委員会の意見を聴いて訂正請求を認めた者 委員会の意見を

聴いて認めた範囲の情報 

（訂正請求の手続） 

第３３条 訂正請求は，本人又はその法定代理人であることを明らかにして，次に掲げる事項を記載した

請求書を実施機関に提出して行わなければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項 

(3) 請求の趣旨及び理由 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市規則で定める事項 

２ 前項の請求書には，当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を添付しなければな

らない。 

３ 第１項の場合において，訂正請求をする者は，市規則で定めるところにより，実施機関に対し，訂正

請求に係る自己情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては，訂正請求に係る

自己情報の本人の法定代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。 

４ 実施機関は，第１項の請求書に形式上の不備があると認めるときは，訂正請求をした者（以下「訂正

83



 

請求者」という。）に対し，速やかに，相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。この場

合において，実施機関は，訂正請求者に対し，補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなら

ない。 

５ 実施機関は，保有特定個人情報の訂正請求を除き，本人が訂正請求をすることが著しく困難であると

認める場合において，本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは，市規則で定め

るところにより，代理人による訂正請求を認めることができる。 

６ 実施機関は，保有特定個人情報の訂正請求にあっては，代理人による訂正請求を認めるものとする。 

（利用及び外部提供の停止） 

第３４条 実施機関は，訂正請求があったときは，第３７条の決定をするまでの間，当該自己情報の利用

又は目的外利用若しくは外部提供を停止しなければならない。ただし，停止によって実施機関の正当な

職務執行に支障が生じる場合は，この限りでない。 

（自己情報の訂正義務） 

第３５条 実施機関は，訂正請求があった場合において，当該訂正請求に理由があると認めるときは，当

該訂正請求に係る自己情報の利用目的の達成に必要な範囲内で，当該自己情報の訂正をしなければなら

ない。 

（訂正請求に係る自己情報の存否に関する情報） 

第３６条 訂正請求に対し，当該訂正請求に係る自己情報の訂正をするか否かを答えるだけで，不開示情

報を開示することとなるときは，実施機関は，当該訂正請求を拒否することができる。 

（訂正請求に対する決定等） 

第３７条 実施機関は，訂正請求に係る自己情報の全部又は一部を訂正するときは，その旨の決定をし，

訂正請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は，訂正請求に係る自己情報の全部を訂正しないとき（前条の規定により訂正請求を拒否す

るとき及び訂正請求に係る自己情報を保有していないときを含む。）は，訂正をしない旨の決定をし，

訂正請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による自己情報の一部を訂正する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知

をするときは，当該通知に，当該決定の理由及び市規則で定める事項を付記しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第３８条 前条第１項及び第２項の決定（以下「訂正決定等」という。）は，訂正請求があった日から起

算して３０日以内にしなければならない。ただし，第３３条第４項の規定により補正を求めた場合にあ

っては，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期

間内に訂正決定等をすることができないときは，訂正請求があった日から起算して６０日を限度として

その期間を延長することができる。この場合において，実施機関は，同項に規定する期間内に，訂正請

求者に対し，当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 訂正請求者は，実施機関が第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間が延長された場合にあ

っては，当該延長後の期間）内に訂正決定等をしないときは，前条第２項の規定による自己情報の全部

を訂正しない旨の決定があったものとみなすことができる。 

（訂正決定等の期限の特例） 

第３９条 訂正請求に係る自己情報が著しく大量であるため，訂正請求があった日から起算して６０日

（第３３条第４項の規定により補正を求めた場合にあっては，６０日に当該補正に要した日数を加えた

日数）以内にそのすべてについて訂正決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれ

がある場合には，前条第１項及び第２項の規定にかかわらず，実施機関は，訂正請求に係る自己情報の

うちの相当の部分につき当該期間内に訂正決定等をし，残りの自己情報については相当の期間内に訂正

決定等をすれば足りる。この場合において，実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，訂正請求者

に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) 本項を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの自己情報について訂正決定等をする期限 

２ 訂正請求者に対し前項の規定による通知をした場合は，当該通知に係る自己情報については，前条第

３項の規定は，適用しない。 

３ 訂正請求者は，第１項第２号に規定する期限までに実施機関が訂正決定等をしないときは，同号の残

りの自己情報について第３７条第２項の規定による自己情報の全部を訂正しない旨の決定があったも

のとみなすことができる。 

（訂正の実施） 

第４０条 実施機関は，第３７条第１項の決定をしたときは，速やかに，当該訂正請求に係る自己情報の

訂正をしなければならない。 

２ 実施機関は，前項の規定により自己情報の訂正を行ったときは，その旨を訂正請求者に通知しなけれ
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ばならない。 

（外部提供先への通知） 

第４１条 実施機関は，前条第１項の規定により自己情報の訂正を行った場合において，必要があると認

めるときは，当該自己情報の外部提供を受けたもの（情報提供等記録にあっては，総務大臣及び番号法

第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第１項及び第２

項に規定する記録に記録された者であって，当該実施機関以外のものに限る。））に対し，遅滞なく，

その旨を通知するものとする。 

（削除等請求権） 

第４２条 何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する自己情報（情報提供等記録に係る自己情報

を除く。以下この条から第５０条までにおいて同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると思料すると

きは，当該各号に定める措置を請求することができる。ただし，当該自己情報の削除，利用若しくは目

的外利用の中止又は外部提供の中止（以下「削除等」という。）に関して法令又は他の条例の規定によ

り特別の手続が定められているときは，この限りでない。 

(1) 第６条の規定に違反して収集され，保有され，若しくは利用されているとき，第７条の規定に違反

して収集されているとき，第１２条若しくは第１４条の２の規定に違反して目的外利用され，若しく

はされようとしているとき，番号法第２０条の規定に違反して収集され，若しくは保管されていると

き又は番号法第２８条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規

定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されているとき 当該自己情報の削除又は利用若しく

は目的外利用の中止 

(2) 第１２条又は第１４条の３の規定に違反して外部提供され，又はされようとしているとき 当該自

己情報の外部提供の中止 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は，本人に代わって前項の規定による削除等の請求（以下「削

除等請求」という。）をすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，当該各号に定める死者の個人情報を自己情報として削除等請求

をすることができる。 

(1) 死者の法定代理人であった者 当該死者を本人とする情報 

(2) 死者の配偶者等であった者（前号に該当する者を除く。） 当該死者の疾病又は死亡に関する情報

及び当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関

する情報並びに死者の相続人である場合にあっては，当該死者から相続を原因として取得した権利義

務に関する情報 

(3) 死者の相続人（前２号に該当する者を除く。） 当該死者から相続を原因として取得した権利義務

に関する情報 

(4) 前３号に掲げる者のほか，実施機関が委員会の意見を聴いて削除等請求を認めた者 委員会の意見

を聴いて認めた範囲の情報 

（削除等請求の手続） 

第４３条 削除等請求は，本人又はその法定代理人であることを明らかにして，次に掲げる事項を記載し

た請求書を実施機関に提出して行わなければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項 

(3) 請求の趣旨及び理由 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市規則で定める事項 

２ 前項の場合において，削除等請求をする者は，市規則で定めるところにより，実施機関に対し，削除

等請求に係る自己情報の本人であること（前条第２項の規定による削除等請求にあっては，削除等請求

に係る自己情報の本人の法定代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の請求書に形式上の不備があると認めるときは，削除等請求をした者（以下「削

除等請求者」という。）に対し，速やかに，相当の期間を定めてその補正を求めなければならない。こ

の場合において，実施機関は，削除等請求者に対し，補正の参考となる情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 

４ 実施機関は，保有特定個人情報の削除等請求を除き，本人が削除等請求をすることが著しく困難であ

ると認める場合において，本人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは，市規則で

定めるところにより，代理人による削除等請求を認めることができる。 

５ 実施機関は，保有特定個人情報の削除等請求にあっては，代理人による削除等請求を認めるものとす

る。 

（利用及び外部提供の停止） 

第４４条 実施機関は，削除等請求があったときは，第４７条の決定をするまでの間，当該自己情報の利

用又は目的外利用若しくは外部提供を停止しなければならない。ただし，停止によって実施機関の正当
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な職務執行に支障が生じる場合は，この限りでない。 

（自己情報の削除等義務） 

第４５条 実施機関は，削除等請求があった場合において，当該削除等請求に理由があると認めるときは，

当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で，当該削除等請求に係る

自己情報の削除等をしなければならない。ただし，当該自己情報の削除等をすることにより，当該自己

情報の利用目的に係る事務の性質上，当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認め

られるときは，この限りでない。 

（削除等請求に係る自己情報の存否に関する情報） 

第４６条 削除等請求に対し，当該削除等請求に係る自己情報の削除等をするか否かを答えるだけで，不

開示情報を開示することとなるときは，実施機関は，当該削除等請求を拒否することができる。 

（削除等請求に対する決定等） 

第４７条 実施機関は，削除等請求に係る自己情報の全部又は一部の削除等をするときは，その旨の決定

をし，削除等請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は，削除等請求に係る自己情報の全部の削除等をしないとき（前条の規定により削除等請求

を拒否するとき及び削除等請求に係る自己情報を保有していないときを含む。）は，削除等をしない旨

の決定をし，削除等請求者に対し，速やかに，その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項の規定による自己情報の一部の削除等をする旨の決定又は前項の決定をした旨の

通知をするときは，当該通知に，当該決定の理由及び市規則で定める事項を付記しなければならない。 

（削除等決定等の期限） 

第４８条 前条第１項及び第２項の決定（以下「削除等決定等」という。）は，削除等請求があった日か

ら起算して３０日以内にしなければならない。ただし，第４３条第３項の規定により補正を求めた場合

にあっては，当該補正に要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施機関は，事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期

間内に削除等決定等をすることができないときは，削除等請求があった日から起算して６０日を限度と

してその期間を延長することができる。この場合において，実施機関は，同項に規定する期間内に，削

除等請求者に対し，当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 削除等請求者は，実施機関が第１項に規定する期間（前項の規定により当該期間が延長された場合に

あっては，当該延長後の期間）内に削除等決定等をしないときは，前条第２項の規定による自己情報の

全部の削除等をしない旨の決定があったものとみなすことができる。 

（削除等決定等の期限の特例） 

第４９条 削除等請求に係る自己情報が著しく大量であるため，削除等請求があった日から起算して６０

日（第４３条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては，６０日に当該補正に要した日数を加え

た日数）以内にそのすべてについて削除等決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるお

それがある場合には，前条第１項及び第２項の規定にかかわらず，実施機関は，削除等請求に係る自己

情報のうちの相当の部分につき当該期間内に削除等決定等をし，残りの自己情報については相当の期間

内に削除等決定等をすれば足りる。この場合において，実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，

削除等請求者に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) 本項を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの自己情報について削除等決定等をする期限 

２ 削除等請求者に対し前項の規定による通知をした場合は，当該通知に係る自己情報については，前条

第３項の規定は，適用しない。 

３ 削除等請求者は，第１項第２号に規定する期限までに実施機関が削除等決定等をしないときは，同号

の残りの自己情報について第４７条第２項の規定による自己情報の全部の削除等をしない旨の決定が

あったものとみなすことができる。 

（削除等の実施） 

第５０条 実施機関は，第４７条第１項の決定をしたときは，速やかに，当該削除等請求に係る自己情報

の削除等をしなければならない。 

２ 実施機関は，前項の規定により自己情報の削除等を行ったときは，その旨を削除等請求者に通知しな

ければならない。 

第５章 苦情処理及び救済手続 

（苦情処理） 

第５１条 何人も，実施機関における自己に関する個人情報の取扱いについて苦情があるときは，市規則

で定めるところにより，当該実施機関に対してその苦情を申し出ることができる。 

２ 実施機関は，前項の規定による苦情の申出（以下「苦情の申出」という。）があったときは，速やか

に，その内容を調査しなければならない。 

３ 実施機関は，前項の規定により調査した結果，苦情の申出に正当な理由があると認めるときは，是正
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措置を講じなければならない。 

４ 実施機関は，苦情の申出があった場合は，前項の規定により是正措置を講じるときを除き，委員会の

意見を聴いて，その取扱いを決定しなければならない。 

（審理員による審理手続の適用除外） 

第５１条の２ 開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等に係る審査請求については，行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第９条第１項ただし書の規定により，同項本文の規定は，適用しない。 

（審査会への諮問等） 

第５２条 開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等について行政不服審査法の規定に基づく審査請求が

あったときは，当該審査請求に係る審査庁は，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，遅滞なく，

豊中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し，その議を経て，当該審査請求に対する裁決を行わなけ

ればならない。 

(1) 審査請求が明らかに不適法であり，却下するとき。 

(2) 裁決で，審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。

以下この号及び第５４条において同じ。）を取り消し，又は変更し，当該審査請求に係る自己情報の

全部を開示することとするとき。ただし，当該開示決定等について反対意見書が提出されているとき

を除く。 

(3) 裁決で，審査請求に係る訂正決定等（訂正請求に係る自己情報の全部を訂正する旨の決定を除く。）

を取り消し，又は変更し，当該審査請求に係る自己情報の全部を訂正することとするとき。 

(4) 裁決で，審査請求に係る削除等決定等（削除等請求に係る自己情報の全部の削除等をする旨の決定

を除く。）を取り消し，又は変更し，当該審査請求に係る自己情報の全部の削除等をすることとする

とき。 

２ 前項の規定による諮問は，行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用される同法第２９条

第２項の弁明書の写しを添付してしなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第５３条 前条第１項の規定により諮問をした審査庁は，次に掲げるものに対し，諮問をした旨を通知し

なければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下この条及び

次条第２号において同じ。） 

(2) 開示請求者，訂正請求者又は削除等請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又

は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第５４条 第２７条第３項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し，当該開示決定等に係る自己情報を開示する旨の裁決（第三者

である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

第６章 事業者が取り扱う個人情報の保護 

（事業者の役割） 

第５５条 事業者は，その事業活動において市民の権利利益が侵害されることのないよう個人情報の保護

に努めるとともに，個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。 

２ 事業者は，次に掲げる個人情報については，個人の権利利益を侵害することがないよう特に慎重に取

り扱うよう努めなければならない。 

(1) 思想，信条及び宗教に関する個人情報 

(2) 社会的身分，門地，犯罪その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報 

（事業者に対する啓発，助言等） 

第５６条 市長は，個人情報の適正な取扱いを確保するため，事業者に対し，啓発，助言，指導等を行う

よう努めるものとする。 

（事業者に対する措置） 

第５７条 市長は，個人情報を取り扱う事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認める

ときは，当該事業者に対し，事実を明らかにするために必要な限度において，説明又は資料の提出を求

めることができる。 

２ 市長は，個人情報を取り扱う事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは，当

該事業者に対し，その取扱いを是正するよう勧告することができる。 

３ 市長は，事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，あらかじめ委員会の意見を聴いて，その事

実を公表することができる。 
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(1) 第１項の規定による説明又は資料の提出を求めた場合において，正当な理由がなく説明又は資料の

提出をしないとき。 

(2) 前項の規定による勧告をした場合において，正当な理由がなくその勧告に従わないとき。 

４ 市長は，前項の規定により公表しようとするときは，あらかじめ，公表の対象となる者にその旨を通

知し，意見を述べる機会を与えなければならない。 

５ 前各項の規定は，事業者における個人情報の取扱いについて番号法第５０条から第５２条までの規定

が適用される場合は，適用しない。 

（相談体制の整備等） 

第５８条 市長は，個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理され

るようにするため，相談体制の整備及び関係機関への苦情処理のあっせんに努めるものとする。 

第７章 雑則 

（国等との協力） 

第５９条 市長は，個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは，国若しくは他の地方公共団体

に協力を求め，又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応じるものとする。 

（運用状況の公表） 

第６０条 市長は，毎年度１回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ，公表しなければな

らない。 

（出資法人が保有する個人情報の保護） 

第６１条 市が出資する法人で市規則で定めるもの（以下「出資法人」という。）は，この条例の趣旨に

のっとり，その保有する個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。 

２ 市長は，出資法人に対し，当該出資法人が保有する個人情報の保護が適切になされるよう必要な措置

を講じなければならない。 

（委任） 

第６２条 この条例の施行について必要な事項は，市規則で定める。 

第８章 罰則 

第６３条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第１０条第１項の受託業務若しくは第１２条第

２項の規定により外部提供を受けたものの当該外部提供に係る業務に従事している者若しくは従事し

ていた者が，正当な理由がないのに，個人の秘密に属する事項が記録された第２条第６号アに係る個人

情報ファイル（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を提供したときは，２年以下

の懲役又は１，０００，０００円以下の罰金に処する。 

２ 指定管理業務に従事している者又は従事していた者が，正当な理由がないのに，個人の秘密に属する

事項が記録された指定管理者保有個人情報を含む情報の集合物であって，一定の事務の目的を達成する

ために特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構

成したもの（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）を提供したときは，２年以下の

懲役又は１，０００，０００円以下の罰金に処する。 

第６４条 前条第１項に規定する者が，その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，１年以下の懲役又は５００，０００円以下の罰

金に処する。 

２ 前条第２項に規定する者が，その業務に関して知り得た指定管理者保有個人情報を自己若しくは第三

者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用したときは，１年以下の懲役又は５００，０００円以下

の罰金に処する。 

第６５条 実施機関の職員がその職権を濫用して，専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密

に属する事項が記録された文書，図画又は電磁的記録を収集したときは，１年以下の懲役又は５００，

０００円以下の罰金に処する。 

第６６条 第６３条第１項に規定する者が，正当な理由がないのに，その業務に関して知り得た保有個人

情報に係る個人の秘密を漏らしたときは，１年以下の懲役又は３０，０００円以下の罰金に処する。 

２ 第６３条第２項に規定する者が，正当な理由がないのに，その業務に関して知り得た指定管理者保有

個人情報に係る個人の秘密を漏らしたときは，１年以下の懲役又は３０，０００円以下の罰金に処する。 

第６７条 法人等の代表者又は法人等若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人等又は人

の業務に関して，第６３条，第６４条又は前条の違反行為をしたときは，その行為者を罰するほか，そ

の法人等又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 

第６８条 第６３条から第６６条までの規定は，豊中市以外の区域においてこれらの条の罪を犯した者に

も適用する。 

第６９条 偽りその他不正の手段により，開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者に対し，５０，

０００円以下の過料を科する。 

附 則 
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１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１７．９規則第５３号により，平成１７年１０月１日から施行〕 

２ この条例の施行の際，この条例による改正前の豊中市個人情報保護条例（以下「旧条例」という。）

第２０条の規定により，現になされている自己情報の開示，訂正，削除又は目的外利用若しくは外部提

供の中止の請求（以下「旧請求」という。）は，この条例による改正後の豊中市個人情報保護条例（以

下「新条例」という。）第１９条，第３３条又は第４３条の規定による開示請求，訂正請求又は削除等

請求とみなす。 

３ この条例の施行の際，現に旧条例第２６条の規定により豊中市情報公開・個人情報保護審査会に対し

てなされている諮問（以下「旧諮問」という。）は，新条例第５２条の規定によりなされた豊中市情報

公開・個人情報保護審査会に対する諮問とみなす。 

４ 前２項に規定するもののほか，この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた旧請求又は旧諮

問に係る処分，手続その他の行為は，新条例中にこれに相当する規定がある場合には，新条例の相当規

定によってなされたものとみなす。 

５ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

６～８ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１８年３月３１日条例第７号） 

この条例は，平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２３日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日条例第８号） 

この条例は，平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日条例第３号抄） 

１ この条例は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年４月１日条例第１８号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２２日条例第３３号抄） 

１ この条例は，平成２３年４月１日から施行する。〔以下略〕 

附 則（平成２７年９月２９日条例第５４号抄） 

この条例は，平成２７年１０月５日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定め

る日から施行する。 

(1) 第１条中豊中市個人情報保護条例第２０条の改正規定及び第３条の規定 公布の日 

附 則（平成２８年３月２４日条例第４号抄） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２条中豊中市個人情報保護条例第６３条

第１項の改正規定及び第３条中豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例第１条の改正規定並びに附則

第３項の規定は，公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市情報公開条例，豊中市個人情報保護条例及び豊中市情報公開・個人情

報保護審査会条例の規定は，この条例の施行の日以後になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決

定等に係る審査請求について適用し，同日前になされた開示決定等，訂正決定等又は削除等決定等に係

る不服申立てについては，なお従前の例による。 
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(3) 豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会条例 

 

公布 平成 元年 ４月 １日 条例第 ７号 

沿革 平成１３年 ４月 ２日 条例第２８号 

平成１７年 ４月 １日 条例第１９号 

平成１９年 ３月２３日 条例第 １号 

 

（設置） 

第１条 豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号。以下「情報公開条例」という。）及

び豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中市条例第１９号。以下「保護条例」という。）の適正

かつ円滑な運営を図るため，市長の附属機関として，豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，情報公開条例第２条第１号及び保護条例第２条第１号に規定する実施機関の諮問

に応じ，次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 保護条例の規定によりその権限に属する事項 

(2) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項 

(3) 前各号に規定するもののほか実施機関が必要と認める事項 

２ 委員会は，情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について，市長に建議すること

ができる。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員１３人以内をもって組織する。 

２ 委員は，市民及び学識経験を有する者のうちから，市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げ

ない。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長各１人を置き，委員のうちから互選によりこれを定める。 

２ 会長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（意見聴取等） 

第６条 委員会は，審議のため必要があると認めるときは，関係者の出席を求めて意見若しくは説明

を聴き，又は書類の提出を求めることができる。 

（委員の責務） 

第７条 委員会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また，

同様とする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

附 則 

1 この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成元．８規則３８により，平成元．８．２４から施行〕 

2 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則 （平成１３．４．２条例２８抄） 

1 この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１３．９規則６８により，平成１３．１０．１から施行〕 

附 則 （平成１７．４．１条例１９抄） 

1 この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１７．９規則５３により，平成１７．１０．１から施行〕 

附 則 （平成１９.３.２３条例１） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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(4) 豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例 

 

公布 平成 元年 ４月 １日 条例第 ８号 

沿革 平成１３年 ４月 ２日 条例第３０号 

平成１７年 ４月 １日 条例第１９号 

平成１９年 ３月２３日 条例第 １号 

平成２８年 ３月２４日 条例第 ４号 

 

（設置） 

第１条 豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号。以下「情報公開条例」という。）第

１８条及び豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中市条例第１９号。以下「保護条例」という。）

第５２条の規定による諮問に応じて審査させるため，市長の附属機関として，豊中市情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 審査会は，委員５人をもって組織する。 

２ 委員は，情報公開及び個人情報の保護に関し，学識経験を有する者のうちから，市長が委嘱する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げ

ない。 

（会長） 

第４条 審査会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，審査会を代表し，会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは，あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

（審査会の調査権限） 

第５条 審査会は，必要があると認めるときは，実施機関（情報公開条例第２条第１号及び保護条例

第２条第１号に規定する実施機関をいう。以下同じ。）に対し，審査請求に係る行政文書（情報公

開条例第２条第２号に規定する行政文書をいう。以下同じ。）の提示を求めることができる。この

場合においては，何人も，審査会に対し，その提示された行政文書の開示を求めることができない。 

２ 審査会は，必要があると認めるときは，実施機関に対し，審査請求に係る行政文書に記録されて

いる情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し，審査会に提出する

よう求めることができる。 

３ 実施機関は，審査会から前２項の規定による求めがあったときは，これを拒んではならない。 

４ 第１項及び第２項に定めるもののほか，審査会は，審査請求に係る事件に関し，審査請求人，参

加人（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下

同じ。）又は実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること，

適当と認める者にその知っている事実を陳述させ，又は鑑定を求めることその他必要な調査をする

ことができる。 

（意見の陳述） 

第６条 審査会は，審査請求人等から申立てがあったときは，当該審査請求人等に口頭で意見を述べ

る機会を与えなければならない。ただし，審査会が，その必要がないと認めるときは，この限りで

ない。 

２ 前項本文の規定による意見の陳述（以下「口頭意見陳述」という。）は，審査会が期日及び場所

を指定し，全ての審査請求人等を招集してさせるものとする。 

３ 第１項本文の場合においては，審査請求人又は参加人は，審査会の許可を得て，補佐人とともに

出頭することができる。 

４ 口頭意見陳述において，会長は，審査請求人等のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合

その他相当でない場合には，これを制限することができる。 

５ 口頭意見陳述に際し，審査請求人又は参加人は，審査会の許可を得て，審査請求に係る事件に関

し，実施機関に対して，質問を発することができる。 

（意見書等の提出） 
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第７条 審査請求人等は，審査会に対し，意見書又は資料を提出することができる。ただし，審査会

が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは，その期間内にこれを提出しなければな

らない。 

（提出資料の写しの送付等） 

第８条 審査会は，第５条第２項若しくは第４項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があっ

たときは，当該意見書又は資料の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請

求人等に送付するものとする。ただし，第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその

他正当な理由があるときは，この限りでない。 

２ 審査請求人等は，審査会に対し，審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付（以

下「閲覧等」という。）を求めることができる。この場合において，審査会は，第三者の利益を害

するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ，当該閲覧等を拒むことが

できない。 

３ 審査会は，第１項の規定による送付をし，又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは，

当該送付又は閲覧等に係る意見書を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし，

審査会が，その必要がないと認めるときは，この限りでない。 

４ 第２項の規定により意見書又は資料の写しの交付を受ける審査請求人又は参加人は，当該写しの

作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

５ 前項の費用の額は，市規則で定める。 

６ 審査会は，第２項の規定による閲覧等について，その日時及び場所を指定することができる。 

（会議の非公開） 

第９条 審査会の会議は，公開しない。 

（答申書の送付等） 

第１０条 審査会は，諮問に対する答申をしたときは，答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付

するとともに，答申の内容を公表するものとする。 

（委員の責務） 

第１１条 審査会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また，

同様とする。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか，審査会の組織及び運営に関し必要な事項は，市長が別に定

める。 

附 則 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成元年９月規則第５３号により，平成元年１０月１日から施行〕 

２ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１３年４月２日条例第３０号抄） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１３年９月規則第７２号により，平成１３年１０月１日から施行〕 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の豊中市公文書開示・個人情報保護審査会条例の

規定によりなされた手続その他の行為は，この条例による改正後の豊中市情報公開・個人情報保護

審査会条例（以下「改正後の条例」という。）中にこれに相当する規定がある場合には，改正後の

条例の相当規定によってなされたものとみなす。 

３ 他の条例の一部改正〔略〕 

附 則（平成１７年４月１日条例第１９号抄） 

１ この条例の施行期日は，市規則で定める。 

〔平成１７年９月規則第５３号により，平成１７年１０月１日から施行〕 

附 則（平成１９年３月２３日条例第１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２４日条例第４号抄） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２条中豊中市個人情報保護条例第６

３条第１項の改正規定及び第３条中豊中市情報公開・個人情報保護審査会条例第１条の改正規定並
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びに附則第３項の規定は，公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市情報公開条例，豊中市個人情報保護条例及び豊中市情報公開・個

人情報保護審査会条例の規定は，この条例の施行の日以後になされた開示決定等，訂正決定等又は

削除等決定等に係る審査請求について適用し，同日前になされた開示決定等，訂正決定等又は削除

等決定等に係る不服申立てについては，なお従前の例による。 
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(5) 審議会等の会議の公開の実施に関する要領 

 

平成１３年１０月 １日施行 

 

第１ 目的 

この要領は，豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号。以下「条例」とい

う。）第２３条の規定に基づく審議会等の会議の公開の実施に関し，必要な事項を定めること

を目的とする。 

第２ 公開，非公開の決定 

１ 審議会等の会議の公開，非公開については，条例に基づき，当該審議会等がその会議におい

て決定するものとする。ただし，新たに設置される審議会等であって，審議会等の設置の趣旨，

目的等から当該審議会等の会議を公開することが条例に基づき明らかな場合は，当該審議会等

を設置する執行機関が会議を公開することを決定することができる。 

２ 審議会等は，会議の公開，非公開を決定するときは，原則として，当該決定後に開催するす

べての会議について，一括して決定するものとする。この場合において，条例第７条各号に掲

げるいずれかの情報（以下「非公開情報」という。）に関し審議等を行う会議（その一部にお

いて非公開情報に関し審議等を行う場合を含む。）に限り非公開とする旨の決定を行うことが

できる。 

３ 審議会等は，個々の会議において審議等を行う情報が非公開情報に該当するか否かの決定権

限を，あらかじめ当該審議会等の長（部会等にあっては，部会等の長）に委任することができ

るものとする。 

４ 審議会等は，会議を公開しないことを決定したときは，その理由を明らかにするものとする。 

５ 審議会等は，その所掌事項に変更があった場合又は社会情勢に変化等があった場合は，適宜

会議の公開，非公開について見直しを行うものとする。 

第３ 公開の方法等 

１ 審議会等の会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に，当該会議の傍聴を認めることにより

行うものとする。 

２ 審議会等は，公開で行う会議については，あらかじめ傍聴を認める定員を定め，当該会議の

会場に傍聴席を設けるものとする。ただし，公正かつ円滑な審議等が阻害されるおそれがある

と認めるときは，モニターテレビによる傍聴ができる場所に傍聴席を設けることができる。 

３ 審議会等は，公開で行う会議については，当該会議の会議次第を傍聴者に配付するものとす

る。 

４ 審議会等は，会議を円滑に運営するため，傍聴に係る遵守事項等を定め，会場の秩序維持に

努めるものとする。 

第４ 会議開催の周知 

審議会等は，公開で行う会議の開催の周知を図るため，会議の開催日の１週間前までに，次

の事項を記載した会議開催のお知らせ（様式第１号）を市政情報コーナー及び当該審議会等の

事務局で市民等の閲覧に供するとともに，広報誌等の活用に努めるものとする。ただし，会議

を緊急に開催する必要が生じたときは，この限りでない。 

(1) 会議の開催日時及び場所 

(2) 議題 

(3) 傍聴者の定員 

(4) 傍聴手続 

(5) 問い合わせ先 

(6) その他必要な事項 

第５ 情報の提供 

１ 審議会等は，会議を開催したときは，速やかに次に掲げる事項を記載した会議録（様式第２

号）を作成するものとする。ただし，非公開情報に係る事項については，記載しないものとす

る。 

(1) 会議の名称 
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(2) 開催日時及び場所 

(3) 公開の可否 

(4) 公開した場合は，傍聴者数 

(5) 公開しなかった場合（会議の一部について公開しなかった場合を含む。）は，その理由 

(6) 出席者 

(7) 議題 

(8) 審議等の概要（主な発言要旨） 

(9) 事務局 

２ 審議会等は，１の会議録及びこれに係る会議資料を市政情報コーナーにおいて市民等の閲覧

に供するものとする。ただし，非公開で行った会議に係る会議資料（その一部を非公開で行っ

た会議にあってはその部分に係る会議資料）については，この限りでない。 

３ 市長は，審議会等の名称，所掌事項等の一覧表を作成し，市政情報コーナーにおいて，市民

等の閲覧に供するものとする。 

４ 市長は，毎年度１回会議の公開の状況を取りまとめ，公表するものとする。 

第６ その他 

この要領に定めるもののほか，審議会等の会議の公開の実施について必要な事項は，別に定

める。 

附 則 

１ この要領は，平成１３年１０月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に審議会等の会議の公開に関する指針（平成１１年６月１日策定）によりな

された手続その他の行為は，この要領によってなされたものとみなす。 

 

 

 （様式第１号及び様式第２号 省略） 
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